
古
代

末

・
中

世

に
お
け

る
陵
墓

の
発
掘

と

そ

の
背
景

藤

井

直

正

は

し

が

き

昭
和
四
十
七
年
三
月
、
奈
良
県
高
市
郡
明
日
香
村
大
字
平
田
に
所
在
す
る
高
松
塚
古
墳
の
発
掘
調
査
が
行
な
わ
れ
、
日
本
考
古
学
史
上
に
画
期
的
な
成
果
を
も
た
ら
し

た
こ
と
は
ま
だ
記
憶
に
新
し
い
。

そ
の
数
あ
る
成
果
の
中

で
も
、
本
古
墳

の
主
体
部
で
あ
る
横

口
式
石
榔

の
内
部
の
壁
面
に
描
か
れ
た
、
人
物
を
主
題
と
す
る
彩
色
絵
画
の
発
見
は
、
考
古
学
関
係
者
ば

か
り
で
な
く
、
国
民
全
体
を
古
代

の
ロ
マ
ン
に
さ
そ
う
大
き
な
で
き
ご
と
で
あ

っ
た
。
そ
し

て
、
こ
れ
を
契
機
に
、

こ
の
壁
画
の
意
味
す
る
も
の
、
そ
の
源
流
、
さ
ら
に

横
口
式
石
榔
を
主
体
と
す
る
終
末
期
古
墳

の
あ
り
方
等
、
さ
ま
ざ
ま
な
課
題
が
提
出
さ
れ
、
論
議
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
が
、
そ
れ
に
も
増
し
て
、
こ
う
し
た
類
例
の
な

い
壁
画
を
も

っ
た
こ
の
古
墳
の
被
葬
者
に
つ
い
て
も
大
き
な
関
心
が
寄
せ
ら
れ
る
こ
と

に
な

っ
た
。

高
松
塚
古
墳
は
、
直
径
十
八
儲
、
高
さ
五
層
の
小
円
墳

で
あ
る
が
、
調
査
報
告
に
よ
る
と
、
古
墳
の
南
側
か
ら
頂
上
に
か
け
て
、
盗
掘
と
思
わ
れ
る
変
形
が
あ
り
、
石

榔

の

一
部
を
打
ち
破

っ
て
何
者
か
が
侵
入
し
た
痕
跡
が
み
と
め
ら
れ
て
い
る
。
従

っ
て
榔
内
は
撹
乱
さ
れ
て
お
り
、
人
骨
も
全
体
が
の
こ
っ
て
お
ら
ず
、
副
葬
品
も
海
獣

葡
萄
鏡

一
面
、
大
刀
の
飾
金
具
等
が

の
こ

っ
て
い
た
だ
け

で
あ
り
、
壁
画
の

一
面

(四
神
図
の
う
ち
南
方
の
朱
雀
)
も
、
盗
掘
孔
の
た
あ
に
欠
失
し
て
い
る
状
態
で
あ

っ
た
。

高
松
塚
古
墳
を
ふ
り
出
し
に
、
古
代
文
化

の
ふ
る
さ
と
、
飛
鳥
の
地
に
お
け
る
古
墳
の
発
掘
と
新
事
実
の
発
見
は
さ
ら
に

つ
づ
く
。
昭
和
四
十
九
年
十

二
月
に
は
中
尾

山
古
墳
の
発
掘
調
査
が
行
な
わ
れ
、
墳
丘
が
八
角
形
で
あ

っ
た
こ
と
が
わ
か
り
、
記
録
に
見
え
る
檜
隈
大
内
陵

(天
武

・
持
統
陵
)
の
墳
形
と
合
わ
せ
て
新
し

い
問
題
を
提

㈹

起
す
る
こ
と
に
な

っ
た
。

つ
づ
い
て
、
昭
和
五
十
三
年
三
月
に
は
、
同
じ
く
明
日
香
村
大
字
真
弓
に
所
在
す
る

マ
ル
コ
山
古
墳
の
発
掘
調
査
が
行
な
わ
れ
た
。
飛
鳥

の
地

に
所
在
す
る
終
末
期
古
墳

の

一
つ
で
あ
り
、
高
松
塚
古
墳
と
同
じ
よ
う
に
、
彩
色
壁
画
の
発
見
や
、
そ
れ
以
上
の
成
果
を
期
待
す
る
人
び
と

の
注
目
を
集
あ
、
調
査
の
進

古
代
末

・
中
世
に
お
け
る
陵
墓
の
発
掘
と
そ
の
背
景
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古
代
末

・
中
世
に
お
け
る
陵
墓
の
発
掘
と
そ
の
背
景

行
状
況
は
逐

一
報
道
さ
れ
た
。

こ
の
マ
ル
コ
山
古
墳
も
、
直
径
十
五
折
、
高
さ
六
諸

の
円
墳
で
あ
る
が
や
は
り
盗
掘
の
痕
跡
が
あ
り
、
横

ロ
式
石
榔

の

一
部
が
、
高
松
塚
古
墳
と
ま

っ
た
く
同
じ
手
口

で
打
ち
砕
か
れ
て
い
た
。
石
椰
の
内
部
に
は
副
葬
品
が
ほ
と
ん
ど

の
こ

っ
て
お
ら
ず
、
壁
画

の
描
か
れ
て
い
な
い
こ
と
も
判
明
し
た
。
ま
た
、

こ
の
古
墳
で
も
被
葬
者
が

ク

ロ
ー
ズ
ア

ッ
プ
さ
れ
、
入
骨
の
調
査
結
果
に
異
常
な
関
心
が
寄
せ
ら
れ
た
が
、
人
骨
は
部
分
的
に
し
か
の
こ
っ
て
お
ら
ず
、
と
く
に
頭
蓋
骨
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ

㈲

っ
た
。
さ
ら
に
、
盗
掘
の
時
期
は
、
盗
掘
孔
の
付
近
か
ら
出
土
し
た
瓦
器
碗
か
ら
、
中
世
で
あ
る
こ
と
等
が
大
き
く
報
道
さ
れ
た
。

と
こ
ろ
で
、
私
が
標
題
を
テ
ー

マ
に
し
て
そ
れ
に
取
組
ん
で
見
よ
う
と
思

っ
た

の
は
、

こ
の
マ
ル
コ
山
古
墳
の
報
道
以
来

の
こ
と

で
あ
る
。

そ
れ
は
、
高
松
塚
古
墳
に

し
て
も

マ
ル
コ
山
古
墳
に
し

て
も
、
共

に

「
盗
掘
」

の
痕
跡
が
あ
る
と
さ
れ
、
調
査
に
直
接
関
係
さ
れ
た
方
が
た
も

「
盗
掘
」
と
し
、
報
告
書
を
は
じ
め
、
そ
の
他
各
種

の
書
物
に
も

一
盗
掘
」
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
が
、
し
か
し

"
ほ
ん
と
う
に
盗
掘
な
ん
だ
ろ
う
か
"
と
い
う
素
朴
な
疑
問
に
出
発
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

日
本
全
国
に
数
あ
る
古
墳

の
中
で
、
築
造
さ
れ
た
当
時
か
ら
現
在

に
至
る
ま
で
、
ま

っ
た
く
無
き
ず
の
ま
ま
遺
存
し
て
い
る
も

の
は
数
少
な
い
で
あ
ろ
う
。
全
国
の
古

墳

の
す

べ
て
が
発
掘
さ
れ
調
査
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
こ
れ
ま
で
発
掘
調
査
さ
れ
た
古
墳
の

一
つ

一
つ
に
つ
い
て
、
報
告
書
を
見
る
と
、

「
後
世
の
撹
乱
」
あ
る
い

は

「
盗
掘
」
と
い
う
表
現
で
記
さ
れ
て
い
る
例
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
し
か
し
、
慎

重
に
し
か
も
冷
静
に
考
え
て
見
た
場
合
、
古
墳
が
築
造
さ
れ
た
時
か
ら
現
代

に
至
る

ま
で
、
古
墳
に
加
え
ら
れ
た
さ
ま
ざ
ま

の
現
状
変
更

の

す

べ

て
が
、

「
後
世
の
撹
乱
」
あ
る
い
は

一
盗
掘
」
と
い
う
表
現
で
す
ま
さ
れ
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。

「
盗

掘
」
と
は
文
字
通
り
に
解
釈
す
る
と
、
古
墳
の
中

に
副
葬
さ
れ
て
い
る
品
物
を

"
盗
み
取
る
た
め
に
古
墳
を
掘
る
こ
と
"

で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
後
世
の
現
状
変

更
が
、
単
に
物
を
盗
み
と
る
こ
と
以
外
に
、
何
ら
か
の
目
的
の
た
め
に

"古
墳

(墳
丘

・
主
体
部
を
ふ
く
め
て
)
を
掘
る
"

こ
と
も
な
い
で
は
な
か

っ
た
の
だ

ろ
う
か
。

マ
ル
コ
山
古
墳
の
発
掘
が
行
な
わ
れ
て
い
る
間
中
、
新
聞
各
紙
は
、
調
査
の
進
行
状
況
と
日
々
の
成
果
を
逐

一
克
明
に
報
道
し
た
が
、

い
ま
記
し
た
よ
う
な
素
朴
な
疑

問
を
ふ
ま
え

て
の
所
見
を
あ
る
機
会
に
あ
る
親
し
い
方
に
洩
ら
し
た
と
こ
ろ
、
読
売
新
聞
記
者
の
興
味
を
ひ
い
た
よ
う
で
、
三
月
二
十
日
付
の
同
紙
上
に
そ
の
所
見
が
掲

載
さ
れ
た

(第
1
図
)
。
実
は
そ
の
所
見
が
、
本
稿

の
主
題
で
あ
る
が
、
私
と
し
て
は
単
な
る
思
い

つ
き
で
は
な
く
、
何
年
も
前
か
ら
そ
う
し
た
考
え
を
持
ち

つ
づ
け
て

来
た

こ
と
を
述
べ
た
の
に
す
ぎ
な
い
。

要
は
、
こ
れ
ま
で
古
墳
の
発
掘
調
査
が
行
な
わ
れ
た
際
に
、
築
造
後
か
ら
現
在
に
至
る
ま

で
の
あ
る
時
期
に
、
古
墳

の
墳
丘
あ
る
い
は
主
体
部
に
対
し
て
加
え
ら
れ
た

人
工
的
行
為

に
対
し

て
、

「
後
世
の
撹
乱
」
あ
る
い
は

「
盗
掘
」
と
い
う
表
現
で
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
事
象
に

つ
い
て
、
入
工
的
行
為

の
動
機
を
そ
れ
な
り
に
見
極
め
、

一一一108一
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古
代
末

・
中
世
に
お
け
る
陵
墓
の
発
掘
と
そ
の
背
景

そ

の
行

為
が
ど

う

い
う

理
由

で
行

な
わ
れ
た

の
か

と

い
う

こ
と
を
歴
史
的

に
意
味
づ

け
る
必
要

が
あ
る

の

で
は
な

い
か

と

い
う
こ
と

へ
の

ア
プ

ロ
ー
チ
な

の
で
あ
る
。

そ

の
解

明
は
、

と
り
も

直
さ
ず

、

四
～

七
世
紀

に
築

造
さ
れ

た
古
墳
が
、

ど
う

い
う
経
過
を

た
ど

っ
て
今

日

ま

で
伝

え
ら
れ

た
の
か
と

い
う
認
識

で
も

あ
り
、

ま
た
、
古
墳

が

後
世

に
ど

の
よ
う

に
意
識

さ
れ

て
い
た

の
か

と

い
う

思

想
的
背
景

の
究
明

に
も
か
か
わ

る
問
題

で
あ
る

と
も

思
う

の
で
あ
る
。

ま
だ

研
究

の
途

上

で
あ
り
、

十
分

な
推

論

が

で
き

上

っ
て
い
る
わ
け

で
も
な

い
が
、

先

に
記
し

た

問
題
提

起

の
上

に
立

っ
て
、

こ
れ
ま

で
考

え

て
来
た

こ
と
を
卒

直

に
開
陳

し
、
大
方

の
ご

叱

正
を

仰
ぎ

た
い
と

思
う
。

な

お
、

標

題
の

"
発

掘
"

と

い
う
字

句

で
あ

る
が
、

今

日
で
い
う
と

こ
ろ

の
い
わ
ゆ
る
学
問

的
な
意
味

で
の
発
掘
を

意
味
す

る
も

の
で
は
な

い
。
他

に
適
切

な
言
葉
が

見
当

た
ら

な

い
た
め

に
使
用
し

た
ま

で
で
あ

っ
て
、

古
墳

(陵
墓
を
ふ
く
む
)

に
対

し

て
加
え

ら
れ
た
後
世

の
掘
さ
く

と
そ
れ

に
伴

う
行
為

を
広
義

に

"
発
掘
〃

と
と
ら

え

た

の
に
す
ぎ

な

い
。

ω

高
松
塚
古
墳
は
中
間
報
告
書
、
そ
の
他
数
多
く
の
書
物
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
、
末
永
雅
雄

・
井
上
光
貞
編
の

『高
松
塚
古
墳
と
飛
鳥
』

(中
央
公
論
社
、
昭
和
四
七
年
九

月
)
及
び

『
明
日
香
村
史
』
上
巻

(昭
和
四
九
年
八
月
)
を
参
照
し
た
。

②

明
日
香
村
教
育
委
員
会

『
史
跡
中
尾
山
古
墳
環
境
整
備
事
業
報
告
書
』

(昭
和
五
〇
年
三
月
)

㈲

網
干
善
教

・
猪
熊
兼
勝

・
菅
谷
文
則
氏

「
マ
ル
コ
山
古
墳

の
発
掘
調
査
」
(
『
日
本
考
古
学
協
会
昭
和
53
年
度
総
会
研
究
発
表
要
旨
』
昭
和
五
三
年
五
月
)

二

文
献

に
見
え
る
陵
墓

の
発
掘

全
国
に
お
そ
ら
く
十
万
カ
所
を
こ
え
る
と
看
倣
さ
れ
て
い
る
古
墳

の
中
で
、
後
世
の
文
献
に
そ
の
名
や
伝
承
が
記
録
さ
れ
て
い
る
も

の
は
、
そ
の
う
ち
ど

の
位
の
比
率

を
占
め
て
い
る
だ
ろ
う
か
。

古
墳
の
中
で
も
、
天
皇

・
皇
族
の
墳
墓
、
す
な
わ
ち
陵
墓
に
つ
い
て
は
、
各
時
代
を
通
じ
て
そ
れ

へ
の
関
心
が
高
か

っ
た
こ
と
も
あ

っ
て
、
文
献
は
比
較
的
多
い
。
記

紀
に
は
天
皇
陵
造
営
の
記
事
が
見
ら
れ
、
そ
れ
に
つ
な
が
る
行
事
や
伝
承
も
記
さ
れ
て
い
る
。
律
令
制
度
下
に
あ

っ
て
、
陵
墓
は
治
部
省
諸
陵
司
の
所
管
で
あ
り
、
平
安

時
代
に
は
諸
陵
寮
と
改
称
さ
れ
た
が
、

『
延
喜
式
」
巻
二
十

一
、
諸
陵
寮
に
は
、
陵
墓
の
名
称

・
所
在
地

・
兆
域

・
守
戸

・
陵
戸

に
つ
い
て
詳
細
な
記
載
が
あ
る
。

と

こ
ろ
で
、

い
ま
こ
こ
で
問
題
と
な
る
陵
墓
の
発
掘
ー
盗
掘
を
ふ
く
め
て
ー
に
関
す
る
文
献
と
し
て
、
古
く
か
ら
考
古
学
者
の
間
に
知
ら
れ
て
い
る
も
の
に
、

『
阿
不

幾
之
山
陵
記
』
が
あ
る
。
改
あ
て
述

べ
る
ま
で
も
な
く
、
天
武

・
持
統
陵
、
す
な
わ
ち
奈
良
県
高
市
郡
明
日
香
村
野

口
に
所
在
す
る
檜
隈
大
内
陵
が
、
鎌
倉
時
代
の
文
暦
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二
年

(
=

一一二
五
)

を
発

い
た

こ
と
が

記

さ
れ

、

二灘 鷺㌔

撫
惣難 鰺

に
掘
ら
れ

た
時

の
記
録

で
あ
る
。

博

つ
づ

い
て
康
平
六
年

鑓
簿

ぜ
麓

ぶ

セ藩

撫
鱗 購 学"誤 洩い
麟 ∵ 　 奪轟

響 徽 ・,。__鍵'鰹 讐讐

藩 瀞罐瀞 難、一

難 鴛

イ ヂ る　 くけ

幾

輪

欝誌
懸

 

ま
た
、

『
扶
桑
略
記
』

に
は
、

こ
れ
に
先
立

つ
、

平
安
時
代
末
の
康
平
三
年

(
一
〇
六

一
)
に
盗
人
が
推
古
天
皇
陵

(
】
〇
六
四
)
に
、

こ
れ
も
明
ら
か
に
盗
賊
が
、

現
在
の
奈
良
市
山
陵
町
に
所
在
す
る
成
務
天
皇
陵
に
侵
入
し
た
記
事

が
見
え
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
、
考
古
学
の
関
係
者
に
十
分
知
ら
れ

て
お
ら
ず
、
ま
た
従
来
そ

れ
ほ
ど
関
心
を
持
た
れ

て
い
な
か

っ
た
も
の
に
、
大
阪
府
南
河
内
郡
太
子
町
の
聖
徳
太
子
磯

長
墓
が
あ
り
、
さ
ら
に
、
直
接
古
墳

で
は
な
く
奈
良
時
代
の
火
葬
墓
で
あ
る
た
め
に
、
別
個

の
観
点
か
ら
と
ら
え
ら
れ
て
来
た
奈
良
県
生
駒
市
の
行
基
墓
が
あ
る
。

こ
の
行
基
の
墓
が
発

一

掘
さ
れ
、
現
在
破
片
だ
け
が
遺
存
し
て
い
る
舎
利
瓶
が
出
土
し
た
の
は
、
天
武

・
持
統
陵
が

蕪

発
掘
さ
れ
た
の
と
同
じ
文
暦
二
年
な
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
ま

っ
た
く
偶
然
の
こ
と
か
も
知
れ

な
い
が
、
そ
の
行
為
の
も
と
と
な

っ
た
思
想
的
な
背
景
に
何
か

つ
な
が
り
が
あ
る
よ
う
に
思

わ
れ
て
な
ら
な
い
。
実
は
そ
の
こ
と
が
本
稿

の
発
想
の
原
点
で
あ
り
、
本
稿

の
主
題
な
の
で

あ
る
。
こ
こ
で
は
、

こ
れ
ま
で
よ
く
知
ら
れ

て
い
る
文
献

で
は
あ
る
が
、

一
ま
ず
以
上
三
つ

の
陵
墓
と
行
基
墓
に
関
す
る
文
献
を
改
め
て
紹
介
し
、
問
題
点
を
摘
出
し

て
み
る
こ
と
に
し

第2図 聖 徳 太 子 磯 長 墓

 

九
才

を
も

っ
て
麗

去

さ
れ

、
磯
長

の
地

に
葬

ら
れ
た

こ
と

が
知

ら
れ

る
が
、

古
代
末

・
中
世
に
お
け
る
陵
墓
の
発
掘
と
そ
の
背
景

た

い

。

1

聖
徳
太
子
磯
長
墓

聖
徳
太
子
を
葬

っ
た
磯
長
墓
は
大
阪
府
南
河
内
郡
太
子
町
大
字
太
子
、

"
王
陵

の
谷
"
と

よ
ば
れ
て
い
る
磯
長

(し
な
が
)

谷
の
ほ
ぼ
中
央

に
あ
り
、
同
じ
磯
長
の
地
域
に
所
在
す
る

敏
達

・
用
明

・
推
古

・
孝
徳
の
四
天
皇
陵
と
共

に

"
梅
鉢
御
陵
"
の

一
つ
と
し
て
有
名
で
あ

る
。
聖
徳
太
子
は
、

『
日
本
書
紀
』

に
よ
る
と
、
推
古
天
皇

の
三
十
年

(
六
二
二
)

に
四
十

『
延
喜
式
』
に
は
、

iii



古
代
末

・
中
世
に
お
け
る
陵
墓
の
発
掘
と
そ
の
背
景

橘
豊
日
天
皇
之
皇
太
子
名
云
二
聖
徳
一。
在
二
河
内
國
石

磯
長
墓
。

川
郡
一。

兆
域
東
西
三
町
。
南
北

二
町
。
守
戸
三
姻
。

と
記
さ
れ
て
い
る
。
墓
は
直
径
約
五
十
四
儲
、
高
さ
約
七
摺
を
は
か
る
大
円
墳
で
、
周
囲
に
は

"
結
界
石
"
と
よ
ば
れ
る
、
鎌
倉
時
代
と
江
戸
時
代
の
板
碑
が

二
重
に
あ

ぐ
ら
さ
れ
て
い
翻
・
主
体
は
南
に
開
。
す
る
横
穴
式
石
室
と
い
わ
れ
・
明
治
の
初
年
ま
で
は
自
由
に
出
入
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う

こ
と
で
あ
戦

そ
の
実
見
記
を
も

と
に
、
本
古
墳
の
構
造
を
究
明
さ
れ
た
梅
原
末
治
博
士
の
論
又
、
さ
ら
に
今
年
の
五
月
に
物
故
さ
れ
た
田
中
重
久
博
士
の
論
文
が
、
と
も

に
考
古
学
界
に
著
名

で
あ
る
。

と
く

に
、
田
中
重
久
博
士
は
、
法
隆
寺

の
僧
顯
眞
の
著
わ
し
た

『
聖
徳
太
子
傳
私
記
』
を
引
用
し
て
、
梅
原
論
文
の
不
備
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
の
た
び
私
の
所
見

を
ま
と
め
る
に
当
た

っ
て
啓
発
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
多
大

で
あ

っ
た
。

現
在
、
磯
長
墓
と
し
て
治
定
さ
れ
て
い
る
こ
の
古
墳
が
、
ほ
ん
と
う
に
聖
徳
太
子
を
葬

っ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
他

の
天
皇
陵
と
同
じ
く
疑
問
視
す

る
向
き
も
な
い
で
は
な
い
。
し
か
し
、
奈
良
時
代
に
は
、
御
廟
寺
と
し
て
現
在
も
法
燈
を
伝
え
る
叡
福
寺
が
墓
前
に
建
立
さ
れ
、
平
安
時
代
以
後
は
聖
徳
太
子
讃
仰

の
ひ

ろ
ま
り
と
相
ま

っ
て
、
聖
徳
太
子
御
廟
と
さ
れ
て
来
た
の
が
本
墳

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
疑
問
を
さ
し
は
さ
む
必
要
は
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
の
が
私
の
考
え
で
あ
る
。

さ
て
、

こ
の
聖
徳
太
子
墓
の
こ
と
が
、
巷
間
の
話
題
に
上
る
よ
う
に
な

っ
た
の
は
、
平
安
時
代

の
天
喜
六
年

(
一
〇
五
四
)
の
事
件
が

一
つ
の
き

っ
か
け
で
あ

っ
た
。

そ
れ
は
、
こ
の
年
の
九
月
二
十
日
に
、

「
太
子
御
記
文
」

と
称
す
る
も
の
が
、

太
子
廟

の
ほ
と
り
か
ら

出
現
し
た
と
い
う
事
件
で
あ
る
。

後
世
の
記
録
で
は
あ
る
が
、

『
古
事
談
』
第
五
、
神
杜
佛
閣

(天
王
寺
)
の
項
に
、

天
喜

二
年
九
月
甘

・
聖
徳
李

御
廟
近
辺
坤
方
爲
レ
立
二
石
塔

。
引
レ
地
之
間
。
地
中
有
レ
似
二筥
石

。
掘
二出

之

筥

也
。
蓮

駅
語

計
。
有
・
身
蓋
・。
開
見
之
庭

御

記
文
也
。

循
天

王
寺
奏
二
聞

夏
由

【。
件
御

記
之
状

云
。

吾
爲

二利

生

一。
出

二
彼
衡
山

一入
二
此

日
域

一。
降

二ー
伏
守

屋
之
邪

見

一。
終

顯

二佛

法
之
威
徳

一。
於

二
所

々

一造
二
立

四
十

六
箇
之

伽
藍

一。
化
二
度

一
千

三
百
余

之
僧

尼

一。

制
紀

法
花
勝
髪
維
肇

大
嚢

堕

。
断
悪
修
善
之
道
。
漸
以
楚

　
。

蕩

.

今
年
談

河
内
國
石
川
郡
礒
量

。
有
二

勝
塑

。
尤
足
・称
茉

。
驚

・墓

所
芭

畢
。
吾
入
滅
以
後
及
・
「
千
」
四
百
婁

糞

。

診

國
美

臣
蛮

「
起
寺
塔

。

願

「
求
佛
法

耳
。
酷

・

此
夏
天

王
寺
別
當
桓

舜
僧
都
。

依
二
執

柄
仰

一。
参

二
ー
向
彼
御
廟

一。

販

洛
談
申

云
。

其
所

住
僧
。

前

年
爲

二
建
立

私
堂

一。

掃

「

除
其

辺
地

一。

其

夜

夢
人
來
云
。

此

地

二
不

レ
可
レ
立

二堂

舎

一。
早

可
二
停

止

一。

此
傍

地
可

レ
宜
云
云
。
依

二
此
夢

一。

止
二
初
地

一建
一「
立
他

所

一畢
。
而
初

所
今
年
掃

除
之

間
。
所
レ
掘

「
出

此
石
画

一也
。
件
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函
有

二
身
蓋

一。

如
二
几
帳

一。

足

二其

色
褐

色

一。

以

二
如
レ
針

之
物

一。
銘

二件
字

一也
。

自
二
彼
年

一及

二
今
年

一四
百

計
六
年
。

云
々

と

い
う
記
事

が

の
せ
ら
れ

て
い

る
。

そ

の
大

要

は
、
御

廟

の
近

く

に
石
塔

を

建
て

よ
う
と

し

て
地
均

し

を
し

た
と

こ
ろ
、
地
中

か
ら
身

と
蓋

(蓋
11
ふ
た
)
の
あ

る
褐

色
を

呈

し
た
筥

(は
こ
)
の
よ
う
な

石
が
出
土

し
、

身
と

蓋

の
内

面

(2

に
、

引
用

し

て
い
る

い
わ

ゆ
る

「
太

子
御

記
文
」

が

針

の
よ
う
な
も

の
で
刻
ま
れ

て

い
た
と

い
う

の
で

あ
る
。

こ
れ
と
お
そ
ら
く
同
じ
で
き
ご
と
は
、
法
隆
寺
の
僧
顯
眞

の
著
わ
し
た

『
聖
徳
太
子
傳
私
記
」

に
も
、

一
太
子
御
廟
ノ
注
文
出
現
ノ
事
」
と
し
て
、

後
冷
泉
院
第
十
年
也
、
天
喜
二
年
歳
次
甲
午
僧
忠
輝
爲
起
寳
塔
、
削
手
干
地
、
而
間
地
中
掘
出

一
銅
箇

銘
日

(以
下
御
記
文
)

と
記
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
銅
籏

と
な

っ
て
い
る
。

し
か
し
、
忠
灘
と
い
う
僧
が
宝
塔

(石
造
?
〉

を
建
て
る
た
め
に
…
…
と
い
う
よ
う
に
人
物
と
目
的
が
は

っ
き
り

と
記
さ
れ

て
い
る
こ
と
は
重
要

で
あ
る
。

こ
の

「
太
子
之
御
記
文
」
な
る
も

の
は
、
当
時
、
太

子
の
筆
文
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
ら
し
い
。

石
函

(太
子
伝
私
記
で
は
銅
箇
)

の
形
状
は
、

長
さ
が

一
尺
五
寸
、
広

(幅
の
こ
と
で
あ
ろ
う
)
さ
が
七
寸
で
身
と
蓋
と
か
ら
な

っ
て
い
る
と
い
え
ば
、
聖
徳
太
子
墓
の
所
在
す
る
同
じ
太
子
町
か
ら
出
土
し
た

「
高
屋
枚
人
墓
誌
」

や

「
紀
吉
織

㈲

墓
誌
」
の
よ
う
な
瓦
製
ま
た
は
石
製

の
墓
誌
の
形
状
に
近
い
が
、
は
た
し

て
い
つ
ご
ろ
の
も

の
な
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た

「
太
子
之
御

記
文
」
が
聖
徳
太

子
自
身
の
筆
、
あ

る
い
は
聖
徳
太
子
当
時
の
も
の
と
考
え
て
い
い
の
だ
ろ
う
か
。

こ
こ
に

一
つ
の
問
題
が
あ
る
。

そ
れ
に
し

て
も
、

こ
の
こ
ろ
か
ら
、

聖
徳
太
子
墓
を
め
ぐ

っ
て
さ
ま
ざ
ま

の
で
き
ご

と
が
生
じ
た
ら
し
い
こ
と
は
確
か

で
あ
る
。

『
聖
徳
太
子
傳
私
記
』
に
は
、

つ
づ

い
て
次
の
記
事
が

の
せ
ら
れ
て
い
る
。

ル

ニ

ノ

ノ

ハ

ノ

ニ

ノ

ノ

或
記
云
、
私
云
此
記
文
自
二辛

巳
歳
「、

至
二
干
天
喜
二
年
甲
午
後
冷
泉
院
御
時
「、

成
二
四
百

三
十
四
年

向云
々
但
依
二
壬
午
年
御
入
滅
「者
、

四
百
淵

三
年
也
、

記
注

ノ

ノ

ニ

ノ

ヲ

ハ

ヘ

ノ

ノ

ノ

シ
テ

ル

カ

ミ

ハ
ヵ

二

鯨
歳
之
餓
字
、
更
非
二
四
之
字

一、

又
令
レ
埋
二
此
石
文
一給
者
前
歳
也
、

即
法
隆
寺
繹
迦
佛
光
之
銘
文
、
悉
作
法
同
之
、
例
可
レ
知
、

此
自
康
仁
之
入
二御
廟

一
時
也
、

六
十

一
年
介
年
之
後
也
。(中

略
)

起
注
文
事
、

天
喜

二
年
九
月
廿
日
未
時
許
、
爲
レ
立
レ
塔
土
壇

ヲ
築
作
間
、
件
戌
亥
方

土

一
丈
許
り
穿
繋
間
爾
有
レ
石
、

廣

一
尺
許
也
。

爲
二去

二此
石

一尚
土
穿
爾
下

二
又
有
二
以
レ
筥
之
石
、
名
色
不
二
見
知
一石
也
、

但
青
石
長

一
尺

一
寸
許
、
廣
七
寸
許
、

有
二
身
蓋
一下
乃

ハ
三
寸
許
、

上
ノ

ハ
ニ
寸
五
分

古
代
末

・
中
世
に
お
け
る
陵
墓
の
発
掘
と
そ
の
背
景
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古
代
末

・
中
世
に
お
け
る
陵
墓
の
発
掘
と
そ
の
背
景

篭

内
之
上
下

二
有
支

室

、
件
見
・此
事

之
へ

轟

夫
二
人
埠

縮

歪

祓
ポ
上
三
べ

嚢

二所
疇
・之
日
深
誉

、

杢

不
・知
蔑

以
・倉

廿
二
日
高

行
僧
行
命
等

二
、
令
二開
見
一即
此
文
字
耳
、
依
レ
此
謹
尊
恭
之
忠
繹
師
談
法
之
由
・
以
二
康
平
六
年
礫
秋

一此
顯
了
、
被
レ
禁
二
於
獄

一庭
已
了
。
甚
怖
以
一舌
文
書
一
爲
了
。

9

こ
こ
で
は
、

い
わ
ゆ
る

「
太
子
御
記
文
」
の
出
現
し
た
状
況
が
述

べ
ら
れ
て
い
る
が
、

末

尾

の

方
の
忠
輝
の
行
動
に

つ
い
て
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
は
意
味
慎
重
で
あ

る
。さ

ら
に
後
に
行
く
と
、

ニ

キ
ワ
ウ

ヒ
チ
リ

ヲ

テ

ニ

シ
キ

ノ

ヲ

ニ

ノ

ノ

ヲ

ニ

カ

後
冷
泉
院

御
時

天
喜

二
年

甲
午

九
月
、
在
二
証

感
聖

周、
其
名

云

二
忠
暉

一、

入

二太

子
御
廟

堀

一、
現

二
不

可

思
儀

作
法

一、
愛

時
人
疑

二
太

子
御

舎
利

破
損

之
分

一、
爲

レ
令

ニ

セ

ヲ

テ

テ

ヲ

ニ

レ

ハ

シ

ノ

ノ

ノ

マ
シ

テ

ツ

バ
カ
リ

ニ

ト

ノ

バ
ク

注
進

朝・勅

宣
申

上
、

以

二法

隆
寺

三
綱
康
仁

等

一、

令

レ
参
二
入
御

廟
内

一、

即
康

仁
奉
レ
拝
二
見

三
御
棺

一、

一
御
棺

中
在

二
頭
骨
燭
骸

一
許

一、

余
更

兄
レ
者
云
々
。

或

云

ノ

ノ

ニ

ノ

ノ

ニ

ス

キ

ノ

ニ

シ

カ

ニ

ノ

キ

ハ
ル
カ

ニ

ノ

ニ

シ

ヘ

ノ

ノ

三
御

棺
中

東
御
棺

中
在
二
御

身

一、

只
御
容

儀
如

二
存

日
之
時
床

上
覆
給

一、

薫
二
異
香

廟
中

一、

如

二
心

中
月

晴

[、
愛

住
二
随
喜

思

一、
彌

感
涙

難
レ
押

云
、

已
上

二
説

ニ

ヲ
モ
テ

ト

ス

中
後
説
正
説
云
々
。

ま
だ
記
事
は

つ
づ
い
て
い
る
が
、
先

に
登
場
し
た
忠
暉
を

「
証
感
聖
」
と
し
、
そ
の
行
動
が
常
軌
を
逸
し
て
い
た

こ
と
を
ほ
の
め
か
し
て
い
る
。
以
後

の
記
事
は
、
忠

暉
の
行
動
に
よ

っ
て
太
子
の
舎
利
が
破
損
し
て
い
な
い
か
を
確
か
め
る
た
め
注
進
を
し
、
勅
宣
を
も

っ
て
法
隆
寺

三
綱
の
職
務
で
あ

っ
た
康
仁
が
御
廟
内
に
入

っ
て
棺

の

状
態
を
見
聞
し
た
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
記
事
は
、
田
中
重
久
博
士
も
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
太
子
廟

の
内
部
に
お
け
る
棺
の
配
置
を
知
る
上
で
重
要
で
あ
る
。
以
上
の
こ

と
か
ら
考
え
る
と
、
聖
徳
太
子
墓
に
は
当
時
あ
る
程
度
自
由
に
出
入
り
す
る
こ
と
が

で
き
た
よ
う
で
、
発
掘
を
伴

っ
て
は
い
な
い
が
、
太
子
墓
を
あ
ぐ

っ
て
さ
ま
ざ
ま
の

取
沙
汰
の
あ

っ
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

『
聖
徳
太
子
傳
私
記
』
に
は
、
も
う

一
項
、
本
論
の
展
開
に
重
要
な
記
事
が
み
と
あ
ら
れ
る
。

ノ

ニ

ノ

ミ

バ
カ

テ
ラ
ノ

カ

マ

ヘ
テ

ヲ

ニ

ヌ
ス
ミ
ト
テ

ヲ

シ
テ

ニ

ハ

シ

ム

ヲ

ニ

或

又
土
佐

院
中
院
御

時
、
元

久
年
中
、

太
子
御

廟
寺

々
檜
浄
戒
顯

光

二
人
構

二
証
惑

一入
二
廟
中

一、

盗

二
太
子
御

牙
歯

一、
遊

行

干
世

界

「、
惑
費
買

或
勧

二
物
人

一云

々
。

ハ

ハ當
麻

ノ

ニ

シ
テ

ニ

ノ

ヲ

ノ

ノ

ニ

ノ

ヲ

ノ
ニ

此
僧

二
人
者
、

本
封
靡

住
檜
也
、

後
移

二
住
太

子
御

廟

一、
以
レ
此

二御

歯

一、

奉
レ
授

東
大
寺

勧
進

聖
人

南

兄
阿
彌
陀

佛

一、
俊
乗
坊
、
即
以

二
此

歯

一奉

二
納
干
身
内

一、

奉

二

造
土

面
響

マ

賑
語

伊
賀
國
些

大
伽
藍
ダ

一新
大
鉾
ざ

・
其
嚢

顯
光
樗

太
善

好
一容
儀
存
耳
妨
賦

床
上
ざ

、
然
則
誕

仁
寺
誌

鍋

戒

カ

シ
テ

シ

ス

ハ

シ

ス
カ

タ
ニ

マ
シ

マ
ス

フ

顯
光
言
同
、
兄
二
異
義
一、
以
知
太
子
住
二
全
身
髄

一御
云
事
。

元
久
年
聞

(
一
二
〇
四
～
六
)
と
い
え
ば
、
も
う
鎌
倉
幕
府
の
開
か
れ
る
直
前

で
あ
る
が
、
太
子
御
廟
寺

(叡
福
寺
)

の
僧
で
あ

っ
た
浄
戒

・
顯
光

の
二
人
が
、
太
子

一114一



墓

に
入
り
、
太
子
の
棺
か
ら
牙
歯
を
取
り
出
し
、
そ
れ
を
諸
国
を
廻

っ
て
売
買
し
た
り
、
人

に
す
す
あ
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
を
東
大
寺
勧
進
上
人
で

あ

っ
た
南
先
阿
彌
陀
佛
に
授
け
た
と
い
う
。
こ
の
南
光
阿
彌
陀
佛
と
は
本
文
に
注
記
さ
れ
て
い
る
通
り
、

治
承
四
年

(
一
一
八
〇
)
、

平
重
衡
に
よ
る
南
都
焼
討
に
よ

っ

て
焼
失
し
た
東
大
寺
復
興
に
当
た

っ
た
俊
乗
坊
重
源
の
こ
と

で
あ
る
。
重
源
は
こ
の
牙
歯
を
も

っ
て
、
自

ら
が
造
営
し
た
伊
賀
新
大
仏
寺

の
ト

一
面
観
音
像
の
胎
内
に
お

さ
め
た
と
い
う
。

こ
こ
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
ど

の
程
度
真
実
を
伝
え
て
い
る
の
か
疑
問
が
な
い
わ
け

で
は
な
い
が
、
当
時
太
子
御
廟
が
異
常
な
ま
で
に
信
仰
さ
れ
、
太
子
の
遺
体

(牙
歯
を
ふ
く
め

て
)
に

つ
い
て
も
著
し
い
関
心
が
あ

っ
た
こ
と
を
物
語

っ
て
い
る
。
こ
の
遺
体

へ
の
関
心
乃

至
崇
拝
は
、
後
に
述

べ
る
舎
利
信
仰
と
密
接
に
つ
な
が
り
を
も

つ
も
の
と
思
わ
れ
る
。

新
大
仏
寺
は
、
重
源
が
伊
賀
国

の
所
領
に
建
立
し
た
別
所
の

一
つ
で
、
現
在
の
三
重
県
阿

㈲

山
郡
大
山
田
村
富
永
に
遺
構
を
の
こ
し
て
い
る
。
重
源

の
造
立
し
た
と
い
う
十

一
面
観
音
像

は
後
世

の
補
修

の
た
め
当
初

の
面
影
を
の
こ
し
て
い
な
い
が
、
往
時
の
壮
大
さ
を
物
語

っ
て

い
る
。

重
源
と
聖
徳
太
子
墓
と
は
か
か
わ
り
が
な
い
で
は
な
か

っ
た
よ
う
で
、

『
南
無
阿
彌
陀
佛

作
善
集
』

に
、

太
子
御
廟
阿
彌
陀
佛
建
立
御
堂

と
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、

『
聖
徳
太
子
傳
私
記
」
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
ら
は
、
あ
る

程
度
真
実
ら
し
く
、
ま
た
重
源
と

の
つ
な
が
り
も
あ

っ
た
も

の
と
考
え
ら
れ
、
当
時
異
常
な

ま
で
に
ひ
ろ
ま

っ
た
聖
徳
太
子
信
仰
や
舎
利
信
仰
の
中

で
、
聖
徳
太
子
墓

へ
の
敬
慕

・
崇
拝

の
高
ま

っ
て
い
た
こ
と
を
物
語

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ω

外
回
り
の
も
の
は
花
崩
岩
製
で
、
墓
の
外
周
に
隙
間
な
く
め
ぐ
ら
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
江
戸
時

古
代
末

・
中
世
に
お
け
る
陵
墓
の
発
掘
と
そ
の
背
景

第3図 新 大 佛 寺 の 現 景
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古
代
末

・
中
世
に
お
け
る
陵
墓
の
発
掘
と
そ
の
背
景

代
の
享
保
十
九
年

(
一
七
三
四
)
に
大
坂
の
人
樋
口
正
陳
が
願
主
と
な

っ
て
建
立
し
た
も
の
で
あ
る
。
内
ま
わ
り

の
も
の
は
凝
灰
岩
製
で
、
原
形
を
と
ど
め
る
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
い
が
、

も
と
は
墳
丘
を
と
り
ま
い
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
鎌
倉
時
代
の
も

の
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
聖
徳
太
子
墓

へ
の
讃
仰
が
ひ
ろ
ま

っ
た
時
期
の
所
産
と
見
ら
れ
る
。

ω

梅
原
末
治
博
士

「聖
徳
太
子
磯
長
の
御
廟
」

(
『聖
徳
太
子
論
纂
』
所
収
、
大
正
十
年
三
月
)
。
な
お
、
本
論
文
は
、

『
日
本
考
古
学
論
孜
』

(昭
和
十
五
年
十

一
月
)
に
再
録
さ
れ
て

い
る
。

㈲

田
中
重
久
博
士

「聖
徳
太
子
磯
長
山
本
陵
の
古
記
」

(
『
聖
徳
太
子
御
聖
蹟
の
研
究
』
所
収
、
昭
和

十
八
年
十
月
)
、
本
論
文
は
、
森

浩

一
氏
編

『
論
集
終
末
期
古
噴
』

(昭
和
四
八
年
四
月
)
に
再
録

鞍

鱒

灘

、

さ
れ
て
い
る
。

薦

鶴

、、摯

、
、鍵

ω
㌔
酵

軒堪

二倶
論

儲胎鰻

難

壕
隷

耀

徽
軸
肋

欝

雛

論難離
、懲灘

雛

響
離
隙畷
心懲

欝

撫

響

嚇 羅欝
還幽痴灘議 燕

轡磯 聾ぐ轄欝:.
第4図 成務天皇佐紀盾列池後陵

ω

田
辺
三
郎
助
氏

「伊
賀
別
所
本
尊
考
」

(
『
佛
教
藝
術
」
第

一
〇
五
号
、
昭
和
五

一
年

一
月
)

2

成

務

天

皇

陵

成
務
天
皇
陵
は
、
奈
良
市
山
陵
町
に
所
在
す
る
通
称
石
塚
が
治
定
さ
れ
て
い
る
。

『
延
喜

式
」
諸
陵
寮
に
は
、

志
賀
高
穴
穗
宮
御
宇
成
務
天
皇
。
在
二
大
和
國
添

叢

盾
列
池

後

陵

下
麗

兆
城
東
西

一
町

南
北
ゴ
一町

守
戸
五
姻
・

た
て
な
み

と
あ

り
、

そ
れ

は
奈

良
市

の
西
郊

に
位

置
し
、
佐

紀
盾
列
古
墳

群
を
形
成
し

て
い
る
前

方
後

円
墳

の

一
つ
で
あ
る

(第

4
図
)
。

こ
の
御

陵
が
盗
賊

に

よ

っ
て
発

(あ
ば
)

か

れ
る
と

い
う
事

件
が
あ

っ
た

の
は
、
平

安
時

代

の
康

平
六
年

(
一
〇
六

三
)

の
こ
と

で
あ

っ
た
。

当
時
と
し

て
は
大

へ
ん
な
事
件

で
あ

っ
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た

ら
し
く
、

『
扶

桑
略

記
』

第
廿

九

の
後
冷

泉
天

皇
康

平
六
年

の
条

に
、

五
月

十

三
日
。

議
二
遣
山
陵
使

一。

是
依

下
去

三
月

盗

人
揆

二池

後
山

陵

一掠
奪

蜜
物
上
也
。

と
先

ず
記

し
、

つ
づ

い
て
、

継
郵,

 

冗礁

※ 弛瑳 涛

耳

奪 葭
'瑛'く

葦 簾

嚢蹴.
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く

ト
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甜く

、

古
代
末

・
中
世
に
お
け
る
陵
墓
の
発
掘
と
そ

の
背
景

第5図 天武 ・持統天皇檜隈大内陵

被

レ
定

下
山

陵
寳

物
等
如

レ
鶴

可
二
返
納

一
之
状

上。

紀
傅

明
経
等
諸

道
勘

文
。

井

犯
人
罪
名

。

被

レ
勘
二
法

家

一。

さ

ら
に
、

十

月
十

七

日
。

興
幅

寺
僧

静
範

坐
二
山
陵
事

一。

配
」
一流

伊
豆

國

一。
縁
坐
者

十
六
人
。
僧

俗

共
配
」
一流
安

房
常

陸
佐

渡
隠

岐
土
佐

國

一。

此

日
。

立
二
興
幅
寺
使

一。

参
議

左
大
緋

藤

原
纒
家

卿
。

少
納

言
源

師
賢

等
。

爲

レ
遠

二流
寺

家
僧

一被
レ
告

二
其
由

一也
。

と

、
事
件

の
経

過
と
顛

末

を
述

べ
て
い
る
。

陵

の
ど

こ
か

ら
、

ど

の

よ
う
に
侵

入
し
、
ど

ん
な
方

法

で
、

ど

ん
な
品
物

を
掠
奪
し

た
か

に

つ
い
て
は

こ

の
記
事

か

ら

で
は
知

る
由
も

な

い
が
、

陵
を

発

い
て
物

を

盗
み
取

る
と

い
う

こ
と
が

遠
流

に
値
す

る
大

罪

で
あ

っ
た

こ
と
、

当
時

に
お
け

る
処
置

の
し
方

が
わ
か

る
点

で

興

味
が
あ

る
。

康

平
六
年

の

こ
の
で
き

ご

と
は
、

成
務
天
皇

陵
を

目
標

に
、

実

際

に
物

品

の
掠
奪

(古
墳

の
副
葬
品
を
目
当
て
と
す
る
)

が

目
的

で
あ

っ
た

の
で
あ

ろ
う
。

こ
の
主
犯
者
が
静

範
と

い
う

興

福
寺

の
僧
侶

で
あ

っ
た

こ
と

は
記
憶

し

て
お
く
必

要
が
あ

る
よ
う

に
思
わ

れ
る
。

3

天

武

・

持

統

陵

壬
申

の
乱

の
英
主

で
あ

り
、

日
本
古
代

史

に
か
が

や
く
天
武

天
皇
、

そ
し

て
そ

の
妃

で
あ

九
月
廿
六

日
。
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古
代
末

・
中
世
に
お
け
る
陵
墓
の
発
掘
と
そ
の
背
景

り
、

の
ち
皇
位
を
継
承
さ
れ
た
持
統
天
皇
の
合
葬
陵
は
、
奈
良
県
高
市
郡
明
日
香
村
野
口
に
あ
る
檜
隈
大
内
陵
と
定
め
ら
れ
て
い
る

(第
5
図
)
。

『
日
本
書
紀
』
を
見
る
と
、
天
武
天
皇
は
そ
の
治
世
十
五
年
に
当
た
る
朱
鳥
元
年

(六
八
六
)
九
月
丙
午
の
日
に
崩
じ
ら
れ
た
。
と
同
時
に
皇
后
で
あ

っ
た
鶴
野
讃
良

皇
女
が

「
臨
レ
朝
構
レ
制
」
、
す
な
わ
ち
皇
位
を
継
承
さ
れ
た
。

こ
れ
が
持
統
天
皇
で
あ
る
。
そ
し

て
、
同
じ
く

『
日
本
書
紀
』
持
統
天
皇
元
年
条
に
は
、

冬
十
月
辛
卯
朔
壬
子
。
皇
太
子
率
二
公
卿
百
寮
人
等
。
井
諸
國
司
。
國
造
及
百
姓
男
女

一。
始
二築
二
大
内
陵

一。

と
あ
る
。
ま
た
、
持
統
天
皇
の
崩
御
は
、

『
績
日
本
紀
』

に
よ
る
と
、
文
武
天
皇

の
大
宝
二
年

(
七
〇
二
)
の
こ
と
で
あ
り
、
同
三
年
十
二
月

の
条
に
、

癸
酉
、
従
四
位
當
麻
眞
人
智
徳
率
二
諸
王
諸
臣
一奉
レ
諌
二
太
上
天
皇

一認
日
二
大
倭
根
子
天
之
廣
野
日
女
尊

一、
是
日
、
火
二
葬
於
飛
鳥
岡
一。
壬
午
。
合
二
葬
於
大
内
山
陵

一。

と
記
さ
れ

て
い
る
。
天
皇

の
遺
骸
を
火
葬

に
付
し
た
の
は
持
統
天
皇
が
最
初
で
あ
り
、
遺
骨
は
大
内
陵

に
合
葬
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

『
延
喜
式
』
に
は
、

飛
鳥
浄
御
原
宮
御
宇
天
武
天
皇
。
在
二
大
和
國
高
市

檜
隈
大
内
陵
。

郡
一。
兆
城
東
西
五
町
。
南
北
四
町
。
陵
戸
五
姻
。

と
あ
る
。

こ
の
檜
隈
大
内
陵
は
、
か

つ
て
別

の
と
こ
ろ
に
定
め
ら
れ
て
い
た
が
、
明
治
時
代
に
な

っ
て

『
阿
不
幾
乃
山
陵
記
』
が
発
見
さ
れ
、

"
阿
不
幾
"
と
い
う
地
名
か
ら
字

青
木
に
所
在
す
る
現
在

の
陵
が
そ
れ

に
当
た
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な

っ
た
と
い
う
い
き
さ
つ
が
あ
る
。

『
阿
不
幾
乃
山
陵
記
』
は
、
鎌
倉
時
代

の
文
暦
二
年

(
一
二
一二
五
)
に
、

こ
の
大
内
陵
に
盗
人

(?
)
が
侵
入
し
、

陵
内

に
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
数
か
ず
の
品
物
が
取

出
さ
れ
る
と

い
う
事
件
が
お
こ
っ
た
が
、
そ
の
記
録

で
あ
る
。
陵
の
墳
形
、
陵
内

(石
室
)
の
様
子
、

御
棺
、

御
遺
骨
の
状
態
な
ど
が
詳
細
に
記
さ
れ
て
お
り
、
大
内
陵

の
具
体
的
な
様
相
と
埋
葬
状
態
を
知
る
こ
と

の
で
き
る
資
料
と
し
て
、

つ
と
に
考
占
学
者

に
知
ら
れ
て
い
る
文
献
で
あ
る
。

『
改
定
史
籍
集
覧
』

に

収

録

さ
れ

て
い
る

が
、
そ
の
奥
書
に
よ
る
と
、
原
本
は
京
都
府

の
人
、
中
勘
兵
衛
敬
忠
の
所
蔵
で
あ
り
、
包
紙
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
の
人
の
鑑
識
に
よ
る
と

「
此
筆
者
之
事
、
按
所
蔵
法
界
次

第
縷

努

礫
聚

輩

翻

幣

蛋

及
寛
信
大
阿
闇
梨
東
寺
斐

記
羅

転
御
獄

舞

鉛

型

離

手
百

瞭
然
莚

栂
尾
明
慧
夫

弟
子
方
便
智
院
開
基
窪

上
人

定
眞
所
書
歎
」
と
あ
る
。

『
阿
不
幾
乃
山
陵

記
』

の
内
容

に
つ
い
て
は
、

こ
れ
ま
で
様
々
の
角
度
か
ら
検
討
が
加
え
ら
れ
て
い
な
が
ら
、

こ
の
書
の
伝
来
経
路
や
筆
-者

に
つ
い
て
は
ま

っ
た
く
注

意
さ
れ
て
い
な
い
が
、

こ
の
書

の
筆
者
が
山
城
栂
尾
高
山
寺
を
開
創
し
た
明
恵
上
人
の
弟
子
に
当
た
る
空
達
上
入
定
真

で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
定
真
と

い
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う
僧
が
、
大
内
陵
を
発
掘
し
た
こ
と
、
あ
る
い
は
発
掘
し
た
人
び
と
と
ど
の
よ
う
な
か
か
わ
り
が
あ
る
の
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
随
分
克
明
な
記
録
を
の
こ
し
て
い
る
点

に
お
い
て
、

こ
の
事
件
と
深
い
つ
な
が
り
の
あ
る
人
物

で
あ

っ
た
こ
と
を
示
嵯
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の

『
阿
不
幾
乃
山
陵
記
」
は
、
斎
藤
忠
博
士
が
、

『
日
本
占
代
遺
跡
の
研
究
総
説
』

に
、

「
原
本
を
も
と
と
し
た
文
を
紹
介
し
て
お
こ
う
」
と
し
て
全
文
を
収
録
さ

れ
て
い
る
が
、
史
籍
集
覧
所
収
の
原
本
を
対
比
す
る
と
誤
植
が
み
と
め
ら
れ
る
。
ま
た
、

『
明
日
香
村
史
』
上
巻
に
も
全
文
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
も
誤
り
が

あ
る
。
よ
く
知
ら
れ
た
文
献
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
意
味
で
改
め
て
全
文
を
掲
げ

て
お
く

こ
と
に
し
た
い
。

里
号
野
口
口

阿
不
幾
乃
山
陵
記

□
□
口
□
口
口

盗
人
乱
入
事

文
暦
二
年
三
年
廿
日
廿
□
□

両
夜
入
云
々
。

件
陵
形
八
角
石
壇

一
匝

一
町
許
歎
。
五
重
也
。

此
五
重
峯
有
森
十
余
株
。
南
面
有
石
門
。
門
前
有
石
橋
。
此
石
門
盗
人
等
纏
入

一
身
通
許
切
開
。

御
陵
内
有
内
外
陣
。
先
外
陣
方
丈
間
許
勲
。
皆
馬
脳
也
。
天
井
高
七
尺
許
。
此
毛
馬
脳
。
無
継
目
。

一
枚
打
覆
。

内
陣
広
南
北

一
丈
四
五
尺
。
東
西

一
丈
許
。
内
陣
有
金
銅
妻
戸
。
広
左
右
扉

三
尺
五
寸
七
分
。
扉
厚

一
寸
五
分
。
高
六
尺
五
寸
左
右
腋
柱
広
四
寸
五
分
、
厚
四
寸
、

マ
ク
サ
三
寸
鼠
走
三
寸
。
冠
木
広
四
寸
五
分
厚
四
寸

錘

。
扉
霧

六
内
小
四
霧

五
大
二
響

許

已
上
形
袈

花
返
花
.

古
木
形
師
孟

。

内
陣
三
方
上
下
皆

馬
脳
歎
。
朱
塗
也
。
御
棺
張
物
也

鋸

嘩

朱
塗
長
七
尺

広
二
尺
五
寸
許
。
深
二
尺
五
寸
許
也
。
御
棺
之
蓋

ハ
木
也
。
朱
塗
御
棺
ノ
床
ノ
金
銅
厚
五
分
床
上
ヲ
彫

透
左
右
二
八
尻
頭
四
、
ク
ー
カ
タ
晶

二
御
喜

ハ
並
・
通
ヨ
ー

ス
コ
シ
大
埠

其
色
赤
黒
也
。
御
脛
骨
量

尺
六
寸
。
肘
量

尺
四
寸
。
御
棺
内
紅
御
衣
朽
少
々
在
・

之
。

盗
人
取
残
物
等
被
移
橘
寺
内
。
石
御
帯

一
筋
、
其
形
以
銀
兵
庫
ク
サ
リ

ニ
シ
テ
以
種

々
玉
錺
之
。
石

ニ
ア
リ
。
形
如
連
銭
。
表
手
石
長
三
寸
。
石
色
如
水
精
。
似

玉
帯
。
御
枕
以
金
銀
珠
玉
錺
之
、
似
唐
物
。
依
難
及
言
語
不
注
之
。
仮
令
其
形
如
鼓
、
金
銅
桶

一
納

一
斗
許
檜

居
床
、
其
形
如
礼
盤
錬
少
々
ク
リ
カ
タ

一
在
之
。

又
此
外
御
念
珠

一
連
在
之
、

三
匝
虎
珀
御
念
珠

以
銅
糸
貫
之

而
多
武
峯
法
師
取
了
。

又
御
棺
中
銅
カ
ケ
カ
子
二
在
之
。

巳
上
記
如
此
。

こ
こ
に
記
さ
れ
た
、
大
内
陵
の
状
態
は
考
古
学
の
各
書
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
の
で
本
稿
で
は
省
略
す
る
が
、
檜
隈
大
内
陵

に
何
者

(阿
不
幾
乃
山
陵
記
は
冒

頭
に

「
盗
人
乱
入
事
」
と
記
し
て
い
る
)
か
が
侵
入
し
た
事
実
は
見
逃
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
同
じ
年
に
行
基
墓
が
託
宣

に
よ

っ
て
発
掘
さ
れ
て
い
る
事
実
と
照
合
す
る
と
、

古
代
末

・
中
世
に
お
け
る
陵
墓
の
発
掘
と
そ
の
背
景
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古
代
末

・
中
世
に
お
け
る
陵
墓
の
発
掘
と
そ
の
背
景

単
に
物
盗
り
以
上
の
何
ら
か
の
理
由
が
あ

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

大
内
陵
に
関
す
る
こ
の
事
件
は
、
当
時
の
社
会

に
大
き
な
衝
撃
を
与
え
た
ら
し
く
、
作
者
は
不
明
で
あ
る
が
、
鎌
倉
時
代

の
末
に
編
さ
ん
さ
れ
た

『
百
練
抄
』

に
も
、

四
條
天
皇
の
嘉
禎
元
年

(
一
一
ゴ
ニ
五
)

(文
暦
二
年
は
九
月
十
九
日
に
改
元
さ
れ
て
嘉
禎
元
年
と
な
る
)
四
月
の
条

に
、

八
日
庚
午
。
…
…
或
人
云
。
去
月
廿
日
以
大
和
國
高
市
郡
天
武
天
皇
御
陵
爲
二
群
盗
一被
二穿
墾

一採
ー
二
取
重
寳

一云
々
。
多
量
金
銀
之
類
云
々
。

と
記
し
、
ま
た
当
時
歌
人
と
し
て
聞

こ
え
た
藤
原
定
家
は
、
そ
の
日
記

『
明
月
記
」

の
、
同
じ
く
嘉
禎
元
年
四
月
の
項
に
、

廿

二
日
…
…
蛮
御
陵
盗
事
、
天
武
天
皇
大
内
山
陵
云
々
、
只
白
骨
相
遺
、
又
白
髪
猶
残
云
々

と
、
ま
た
同
年
六
月
の
項
に
は
、

四
日
…
…
來
十
四
日
天
武
天
皇
山
陵
使
可
遣
勅
使
、
参
議
無
其
人
由
長
朝
催
之
云
々
、
抑
山
陵
使
事
諸
陵
頭
未
復
任
、
助
又
閾
、
被
任
之
後
可
有
沙
汰
云
々

さ
ら
に

つ
づ

い
て
、

六
日
灯
卯
己
後

天
暁

障
尋
入
來
之
盗

唄

奉
見
山
陵
煮

傅
傅
読
、
毎
聞
増
哀
働
之
思
、
於
御
陵
者
又
奉
固
由
有
其
聞

定
簡
略
歎
、
於
女
帝
御
骨
者

爲
犯

用
銀
筥
、
奉
棄
路
頭
了
、
錐
塵
灰
猶
可
被
尋
収
歎
、
等
閑
沙
汰
可
悲
事
歎

と
記
し
、
当
時

こ
の
事
件

に
対
処
し
た
朝
廷
の
様
子
や
障
尋

(お
そ
ら
く
僧
で
、
こ
の
事
件
の
状
況
を
知
っ
て
い
る
人
物
)
を
通
じ
て
聞
い
た
山
陵

の
あ
り
さ
ま
と
定
家
自
身

の

感
想
を
述

べ
て
い
る
。

こ
れ
ら

の
文
献
を
通
じ
て
見
る
と
、
文
暦
二
年
に
お
け
る
大
内
陵

の
発
掘
が
、

『
阿
不
幾
乃
山
陵
記
』
に

"
盗
人
"
と
し
、

「
扶
桑
略
記
』

に

"
群
盗
"
と
表
現
し
て

い
る
字
句
を
そ

の
ま
ま
受
け
止
め
て
、
こ
れ
ま
た
単
な
る
物
盗
り
で
あ
る
と
い

っ
て
し
ま
え
ば
そ
れ
ま
で
で
あ
る
が
、
先
に
記
し
た
よ
う
に

『
阿
不
幾
乃
山
陵
記
』
そ
の

も

の
を
書
き
の
こ
し
た
人
物
が
高
山
寺
に
つ
な
が
り

の
あ
る
僧
で
あ

っ
た
こ
と
や
、
定
家
が
障
尋
と
い
う
僧
か
ら
伝
聞
し
て
い
る
こ
と
な
ど
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
事
件

の
背
景
に
こ
れ
ま
た
僧
た
ち
の
姿
が
浮
か
ん
で
来
る
の
で
あ
る
。

4

行

基

墓

奈
良
時
代

の
高
僧
で
あ
り
、
菩
薩
と
仰
が
れ
た
行
基
は
、
天
平
二
十

一
年

(
七
四
九
)
八
十

二
才
の
高
令
で
そ
の
生
涯
を
閉
じ
た
。

『
績
日
本
紀
』
の
同
年

二
月
条
に
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..灘
鞭

翻
難
曝

鰻
掘

鰭

鰯
掘

懇

灘

・
諜

鑛

難
懸
講

占
代
末

・
中
世
に
お
け
る
陵
墓
の
発
掘
と
そ
の
背
景

は
、
そ
の
入
寂
と
業
績
を
た
た
え
た
記
事
が
の
せ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
行
基
は
、
大
和
国
平
群
郡
生
駒
山

の
東
の
地
に
葬
ら
れ
た
。
そ
こ
は
現
在
の
奈
良
県
生
駒
市
有
里
町
で
あ
り
、
旧
竹
林
寺
の
境
内
に
方
形
の
封
土
を
も

つ
墳
墓
が

あ
り
、
国

の
史
跡
に
指
定
さ
れ
て
い
る

(第
6
図
)
。

と

こ
ろ
で
、
文
暦
二
年

(
=

二
二
五
)
八
月
二
十
五
日
と
い
う
日
に
、

こ
の
行
基
の
墓
か
ら
銀
製
の
瓶

に
お
さ
め
ら
れ
た
舎
利
が
掘
り
出
さ
れ
た
。
瓶
は
破
片

の

一
部

が
現
存
し

て
お
り
、

「
行
基
舎
利
瓶
」
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
表
面
に
罫
線
が
引
か
れ
、
銘
文
が
刻
ま
れ
て
い
る
が
、
現
存
の
破
片

で
判
読
で
き
る
の
は
、

年

別

備
特
居
其
上
難
然

一
年

二
月
二
日

於
右
京

蟹

墓基第6図 行

の
十
八
字

で
あ
る
。
「
舎
利
瓶
記
」
の
全
文
は
幸

い
に
も
、
唐
招
提
寺
に
伝
え

ら
れ
て
い
る
天
平

二
十

一
年

(
七
四
九
)
沙
門
真
成

の
著
わ
し
た

『
大
僧
上

舎
利
瓶
記
』
に
よ

っ
て
知
る
こ
と
が

で
き
る
。
行
基
墓
お
よ
び

こ
の
舎
利
瓶

等
に
つ
い
て
は
、
梅
原
末
治
博
士
の
く
わ
し
い
論
考
が
あ
る
。
こ
れ
に
よ

っ
て

も
、
行
基
が
天
平
二
十

一
年

二
月
二
日
、
大
和
国
菅
原
寺

に
お
い
て
遷
化
し

「
二
月
八
日
に
大
倭
国
平
群
郡
生
駒
山
之
東
之
陵

に
火
葬
さ
れ
た
」

こ
と
が

知
ら
れ
る
が
、
そ
れ
が
現
在
伝
え
ら
れ
て
い
る
墓
域

で
あ
る
こ
と
は
疑
な
%
・

文
暦
二
年

に
お
け
る
舎
利
出
現
の
事
情
は
、
竹
林
寺

の
僧
寂
滅
か
ら
本
寺

で
あ
る
唐
招
提
寺
に
差
出
し
た

『謹
注
進
行
韮

。薩
生
駒
山
御
廟
齢

掴
を

開
き
奉
る
子
細
の
事
』
と
題
す
る
書
状
に
く
わ
し
く
述

べ
ら
れ
て
い
樹
。
そ

臼ゆ

の
全
文
は
第

7
図
に
示
し
た
が
、
藤
澤

一
夫
氏
が
読
み
下
し
文
を
紹
介
さ
れ
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古
代
末

・
中
世
に
お
け
る
陵
墓
の
発
掘
と
そ
の
背
景

羅
難
纒
難

灘

　灘

羅
薦

搬
轟

灘
盤
灘

欝
澱
.
織

獅

藩
雛
羅
難
難
魏
職
難

雛

懲
灘
鑛
製
叢
灘
灘
轄
饗
薫

.

鐵
欝

謹

み

て

注

進

行
萎

、薩
生
馬
山
御
廟
献
騒

を
開
塞

る
子
細
の
事
。

右
、
去
ん

ぬ
る
天
福

二
年
六
月
廿
四
日
酉
の
刻
、
行
基
菩
薩
、
親
し
く
僧
慶
恩
に
託
宣

し
て
日
は
く
、
我
は
誕
生
以
来
五
百
六
十
七
年
に
し
て
、
入
滅
己
後
四
百
八
十
六
年
な
り

化
縁
す
で
に
盤
き
、
滅
度
を
久
し
く
す
と
錐
も
、
機
感
相
い
催
ほ
し
、
繁
昌
の
時
い
た
る

而
る
に
人
民
は
信
ぜ
ず
し
て
牛
馬
狼
籍
せ
り
、
速
か
に
不
浄
を
除
き
、
之
れ
を
崇
敬
す
べ

し
、
若
し
疑
心
を
な
し
、
我
が
教
え
に
随
わ
ず
ん
ば
、
災
火
出
来
し
、
隣
里
安
か
ら
ざ
ら

ん
云
々
、
各

々
申
し
て
云
わ
く
、
世
は
末
代
に
属
し
、
人
に
信
心
少
し
、
瑞
相
を
顕
示
し

て
宣
し
く
信
敬

せ
し
む
べ
し
云
々
、

又
、
告
げ
て
日
わ
く
、
誠
に
そ
の
謂
わ
れ
あ
り
、
我
が
墳
墓
の
上
に
石
塔
あ
り
、
第

二

繕
級
に
舎
利

二
粒
こ
れ
を
納
む
、
来
る
廿
六
日
の
辰
の
刻
に
之
れ
を
開
き
見
る
べ
し
、

又
、
我
が
事

は
和
泉
国
大
鳥
郡
善
光
寺
に
記
文
あ
り
、
紺
紙
五
枚
に
之
れ
を
書
け
り
云

々
、御

託
宣
の
趣
に
任
か
せ
、
同
じ
き
廿
六
日
、
石
塔
を
開
く
の
処
、
二
粒
の
御
舎
利
あ
ら

た

(新
)
に
出
現
す
、
愛
に
群
集
の
道
俗
、
猶
ほ
疑
い
を
成
し
て
云
わ
く
、
此
の
石
塔
は

近
世
に
立
つ
る
所
な
り
、
舎
利
出
現
は
恐
ら
く
勝
事
に
非
ら
ざ
ら
ん
か
云
々
、

冊

っ
て
住
侶
、
祈
請
を
加
う
る
の
と
こ
ろ
、
菩
薩
の
御
母
儀
ま
た
慶
恩
に
託
し
て
日
わ

く
、
舎
利
の
在
所
を
示
す
こ
と
、
何
ぞ
疑
心
あ
ら
ん
や
、
且
つ
先
度

の
告
の
如
く
尋
ぬ
べ

し
、
善
光
寺

の
件
の
堂
の
東
南
二
面
に
は
池
あ
り
、
西
北
二
方
に
は
竹
あ
り
、
南
面
に
は

浮
橋
あ
り
、

記
文
は
彼
の
堂
の
西
よ
り
第
二
の
柱
の
中
に
在
り
云
々
、

又
、
日
わ

く
、
先
ず
十
二
口
の
僧
を
以

っ
て
祈
請
を
加
え
、
然
る
後
に
乃
わ
ち
遺
体
を
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櫓
難
騒
難
禁
欝
讐
鍵
懇

♪

耳
毒

・咳

験

鰯

坤
轟

'

κ
難灘響

ジ

鵜
握

.聯
㌔

欝

^

難
霧
饗
繋

韓
羅
簸

羅

難
欝
馨
難
鐙
鱗
難
鯵

覆

誕
懲
鶏
蟹
鍛
辮
爆
懇
多

謀

襲

齋

蔵
蝿

・慧

藩

嬬
熱
薮
戴
叡
菰
急

礼
融
葬
幾
鑑
魯

梅
蔑

遊

簸
轡
痢
.匁

嚢

蜜
鑑
翼
メ
募

籔
簿

響

^

壕

懲
禦
整
撫
鼠
蕉
鵜
轟
轟
繋
饗
鵜
叢

霧
繋

蒲
,
.

ひ

が

藩
鶉
葱

灘

蓼

奪
鹸
麟
織
禰
簸
嚢

穀
瀬

"

熱
拳
霧

添
藁

蓼

霧
難

憂
蕪
義
蟻
転蒙

麓

,、

鎌
謙

馨
畿
浄

鵜
攣
欝

蜘離
麹

・
舞

鷲
漏
轟

耀

麟
灘
灘
讐

古
代
末

。
中
世
に
お
け
る
陵
墓
の
発
掘
と
そ
の
背
亘
尽

顕
わ
し
奉
り
、
疑
心
を
散
ず
べ
し
云
々
、
委
細
は
別
紙
に
在
り
、
之
れ
に
依

っ
て
同
じ
き

廿
九
日
、
和
泉
扇
大
鳥
郡
の
菩
薩
の
誕
生
所
、
蜂
田
郷
の
家
原
寺
を
相
い
尋
ぬ
、
其
の
相

は
悉
く
託
宣

の
状
に
符
合
す
、
而
し
て
彼
の
寺
の
僧
等
日
わ
く
、
此

の
堂
、
朽
損
し
て
修

補
す
る
は
近
き
に
あ
り
、
記
文
の
有
無
は
其
の
次

い
で
に
決
す
べ
し
云
々
、

又
、
同
じ
き
十
二
月
廿
五
日
、
酉
の
初
刻
よ
り
日
没
に
至
る
ま
で
、
慶
恩
の
室
内

に
白

煙
た
ち
ま
ち
之
れ
に
充
つ
、
隣
里
の
輩
、
焼
亡
の
思
い
を
成
し
、
来
た
り
集
ま

っ
て
火
を

求
む
、
敢
え
て
之
れ
を
見
ず
、
而
し
て
其
の
煙
は
立
ち
登

っ
て
菩
薩
の
御
廟
を
覆
う
云
々

又
、
文
暦

二
年
八
月
十

一
日
、
前
の
如
く
僧
慶
愚
に
託
し
て
日
わ
く
、
我
れ
衆
生
利
益

の
た
め
入
に
託
宣
す
、
重
ね
て
瑞
相
を
現
わ
す
、
然
り
而
し
て
信

受

す
る

も
の
甚
だ
少

し
、
今
月
廿

五
日
、
須
ら
く
我
が
廟
を
開
き
、
人
の
疑
心
を
散
じ
、
以

っ
て
法
徳
を
顕
わ

す

べ
し
、
若
し
猶
お
之
れ
を
信
ぜ
ず
、
空
し
く
日
月
を
送
ら
ば
、
忽
ち
災
火
を
発
し
て
隣

唄
を
焼
き
浄
む
べ
し
、
去
年
の
煙
は
即
ち
我
が
示
す
と
こ
ろ
な
り
云
々
、

之
れ
に
依

っ
て
同
月
廿

一
日
、
彼

の
寺

の
僧
等
両
三
輩
、
寂

(僧
寂
滅
)
の
草
庵
を
尋

ね
来
り
て
云
わ
く
、
そ
の
後
、
御
託
宣
重
畳
の
上
、
又
、
厳
重
の
瑞
相
あ
り
、
の

っ
て
来

る
廿
五
日
、
御
廟
を
掘
り
奉
る
の
処
、
土
民
鍋
逗
、
進
退
に
悼
か
り
あ
り
、
而
し
て
汝
の

帰
敬
は
他
に
異
り
、
宿
縁
あ
る
に
似
た
り
、
早
く
参
上
を
企
て
、
之
れ
を
顕
わ
し
奉
る
べ

し
云
々
、

憂
に
寂
滅

の
信
心
い
よ
い
よ
相
い
催
ほ
し
、
参
詣
の
志
深
く
、
身
す
で
に

一
徳
な
し
と

難
も
、
争
か
で
か
轍
ち
之
れ
を
開
き
奉
ら
ん
、
須
ら
く
奏
言
を
経
べ
き
の
由
、
返
答
せ
し

め
畢
り
ぬ
、

而
し
て
柳

か
夢
想
の
告
あ
る
に
依

っ
て
、
同
月
廿
五
日
朝
、

俄

か

に
御
廟
に
参
詣
の

処
、
土
民
相
議
り
て
云
わ
く
、
須
ら
く
奏
聞
を
経

べ
し
と
難
も
、
御
託
宣
の
日
時
、
既
に
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古
代
末

・
中
世
に
お
け
る
陵
墓
の
発
掘
と
そ
の
背
景

羅

.灘
緩

緩

雛
灘
鍛

癒
難
灘
薮
饗
灘

灘灘
、灘
灘
灘
鵜

覇

綴

鞭 奇
瑞
に
至
る
、
又
、
以

っ
て
顕
然
た
る
な
り
、
若
し
之
れ
を
延
引
せ
ば
恐
ら
く
聖
言
を
軽

ん
ず
る
に
似
た
り
、
た

(縦
)
と

へ
人
の
諺
難
あ
り
と
錐
も
、
争

(い
)
か
で
か
御
託
宣

に
背
む
か
ん
や
云
々
、
然
る
際
に
道
俗
、
心
を
同
じ
う
し
て
御
廟
を
掘
り
奉
る
の
剋
、
八

角

の
石
筒
は
た
し
て
以

っ
て
出
現
す
、
時
に
瑞
雲
た
ち
ま
ち
葺
え
、
細
雨
や
や
降
る
、
遂

に
彼
の
石
筒
を
開
く
の
処
、
銅
筒
二
面
あ
り
、
鎖
あ
り
、
其
の

一
方
に
鍮
を
副
う
、

諸
衆
か
さ
ね
て
祈
請
を
加
う
、
即
ち
之
れ
を
開
き
奉
る
の
後
、

銅

筒

の
面
に
銘
文
あ

り
、
別
紙
に
之
れ
を
注
進
す
、

其
の
中
に
銀
瓶
あ
り
、
形
ち
水
瓶
の
小
口
な
き
も
の
の
＼
如
し
、
其
の
蓋
に
は
理
略
を

懸
け
、
其
の
頚

に
は
銀
札
を
付
く
、
其
の
銘
に
云
わ
く
、
行
基
菩
薩
遺
身
舎
利
之
瓶
と
あ

り
云
々
、

此
の
外
に
宜
し
く
感
応
る
顕
わ
す
べ
き
も
の
多
し
と
難
も
、
具
さ
に
之
れ
を
注
進
す
る

こ
と
能
わ
ざ
る

の
み
、

文
暦
二
年
歳
次
乙
未
九
月
日

仏
子

寂
滅

謹
言
上
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㈲

て
い
る
の
で
、
こ
こ
に
引
用
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
と
す
る
。

そ
の
大
要
は
、
天
福

二
年

(
一
二
三
四
)
に
竹
林
寺

の
僧
と
思
わ
れ
る
僧
慶
恩
に
対
し
て
行
基
菩
薩

の
託
宣
が
あ
り
、
そ
の
後
も
文
暦

二
年

(
一
二
三
五
)
ま

で
た
び

た
び

託
宣
が
あ

っ
た
と
い
う
。
そ
し
て
、
遂
に
竹
林
寺

に
所
在
す
る
行
基
菩
薩

の
墳
墓
を
発
掘
し
た
と
こ
ろ
、
件

の
舎
利
瓶
が
出
現
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
舎
利
瓶
に
刻

ま
れ
て
い
た

「
舎
利
瓶
記
」
は
、
寂
滅
が
書
写
し
、
実
物

・
注
進
状
と
共
に
唐
招
提
寺
に
提
出
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

行

基
の
墓
が
所
在
す
る
竹
林
寺
は
、
行
基
が
生
前
に
建
立
し
た
寺
院

の

一
つ
で
あ
る
生
馬
寺
が
、

そ
の
没
後
い
わ
ゆ
る
墓
寺
と
な

っ
た
も

の
で
あ
り
、
行
基

へ
の
崇
敬

と
相
ま

っ
て
中
世
以
後
発
展
し
た
。
嘉
元

三
年

(
=
二
〇
五
)
、
東
大
寺

の
僧
凝
然
の
記
し
た

『
竹
林
寺
略
録
」

一
巻
は
、

竹
林
寺
創

立
の
縁
起
と
行
基
の
事
蹟
を
く
わ

し
く
述

べ
て
い
る
が
、
そ
の
中
に
、

文
暦

三
潴
三
年
乙
未
轡

兀
.
八
月

二
+
吾

.
笠
、
藤

廟
禦

出
現
。
舶

籍

華

笠
、薩
莚

目百

。

錐
・
化
馨

蔵
・
形
廟

・.
根
縁
亦
興
.
出
利
丁
之
云
云
.
自
・
乙

未
歳

一至
二
今

上
御

宇
嘉

元

三
年

乙

巳

一純

二
七
十

二
年

一。
其
問

道
俗

起
レ
信

。
貴
蔑

致
レ
誠

。
十

方
來

詣

。
歴

レ
年
彌

昌
。
然

則
勝
寳

嘉
暦
。

唯
建

二
塔
廟

一安

二
置
舎

利

一。

と

記
し
、

文
暦

の
舎

利
出

現
以
後

と
と

の
え

ら
れ
た
墓

廟

の
様

子
と
舎

利
瓶

の
こ
と

に
触
れ

て
い
る
。

こ

の
よ

う

に
行
基

墓
か

ら

の
舎
利

出
現

は
、
寂

滅

の
注

進
状

に
述

べ
ら
れ

て

い
る
御
託
宣

に
よ

っ
て

掘
り
出

さ
れ

た

の
で
あ

っ
た

が
、

そ

の
行

為

の
背
景

に
は

熱

烈
な

行
基

へ
の
憧
憬

と
舎
利

を
得

た

い
と

い
う

強

い
願

望
あ

っ
た

こ
と
を
物

語

っ
て

い
る

の
で
あ

る
。

蛇

足
で

は
あ
る
が
、

文
暦

二
年

の
舎

利

出
現

に
関
連

し

て
、

『
百
錬
抄

』
第

十
四
、

四
條

天
皇
嘉

禎

二
年
六

月

の
項

に
は
、

廿

四

日
己
酉
。

中

山
観
音

堂
邊
構

二
行

基
菩
薩

遺
骨

一。

細

餅
安
二
置

之

一。

参
詣

之
輩
自

由
取
ー
二
出

之

一。

如
レ
物

云

々
。

の
記
事

が

見
ら
れ
る
。

他

に
関
連

の
史
料

が
な

い
の
で
、

舎
利

を
掘
り

出
し

た

こ
と

と
、

こ
こ

に
記

さ
れ

て

い
る
内
容

と

の

つ
な
が

り

や
、

ど
う

い
う

目
的

で
あ

っ
た

の

か

と

い
う
点

に

つ
い
て
は
ま

っ
た
く

不
明

で
あ

る
。

ま

た
、

こ

こ
に
見

え
る
中

山
観

音
堂

に

つ
い
て
も
、

そ

の
所
在
地

は
確

か

で
な
い
。

ω

梅
原
末
治
博
士

「行
基
舎
利
瓶
記
に
言
え
た
る
そ
の
姓
氏
と
享
年
に
つ
い
て
」

(
『考
古
学
雑
誌
』
第
五
巻
、
第
十

二
号
所
収
、
大
正
四
年
八
月
)
、
な
お
本
論
文
も

『
日
本
考
古
学
論

孜
」

(昭
和
十
五
年
卜

一
月
)
に
再
録
さ
れ
て
い
る
。

②

水
木
要
太
郎
氏

「
行
基
菩
薩
の
墓
」

(
『
奈
良
縣
史
蹟
勝
地
調
査
会
報
告
書
』
第

二
回
所
収
、
大
正
三
年
十

一
月
)

㈲

原
本
は
、

『
大
僧
正
舎
利
瓶
記
』
と
共

に
唐
招
提
寺
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
全
文
は

『群
書
類
従
』
史
傳
部
及
び

『
大
日
本
佛
教
全
書
寺
誌
編
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

ω

奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
飛
鳥
資
料
館
編

『
日
本
占
代
の
墓
誌
』

(昭
和
五
三
年
ヒ
月
)

に
写
真
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

占
代
末

・
中
世
に
お
け
る
陵
墓
の
発
掘
と
そ
の
背
景
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古
代
末

・
中
世
に
お
け
る
陵
墓

の
発
掘
と
そ
の
背
景

㈲

藤
澤

一
夫
氏

「
行
基
菩
薩
信
仰
の
興
行
-
家
原
寺
行
基
菩
薩
和
讃
の
紹
介
ー
」

(
『大
阪
文
化
誌
』
第
三
巻
第

二
号
、
昭
和
五
二
年
十
二
月
所
収
)

⑥

兵
庫
県
宝
塚
市
に
所
在
す
る
西
国
観
音
霊
場
第

二
十
四
番
札
所
の
中
山
寺
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
は
、
大
阪
府
枚

方
市
香
里
に
中
山
観
音
寺
跡
と
よ
ば
れ
て
い
る
遺
跡
が
あ
る
が
、
京
都
に

近
い
位
置
か
ら
後
者
で
あ

っ
た
可
能
性
が
強
い
。

三

陵
墓
発
掘
の
背
景

古
代
末
期
か
ら
中
世

に
か
け
て
、
い
く

つ
か

の
陵
墓
が
、
そ
の
理
由
は
と
も
か
く
と
し

て
、
発
掘
さ
れ
る
こ
と
の
あ

っ
た
実
例
を
、
従
来
知
ら
れ

て
い
る
も
の
で
は
あ

る
が
文
献
を
中
心
に
紹
介
し
て
来
た
。
当
時
の
数
多
い
記
録
を
単
念
に
し
ら

べ
上
げ
て
見
た
ら
、
さ
ら
に
い
く

つ
か
の
例
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
知
れ
な
い
。
そ

れ
は
、
今
後

の
長
期
に
わ
た
る
課
題
と
し

て
、
と
り
あ
え
ず
、
こ
れ
ら
の
文
献
を
中
心
に
問
題
の
核
心
に
入

っ
て
行
き
た
い
と
思
う
。

は
し
が
き
で
述
べ
た
よ
う
に
、
陵
墓
に
限
ら
ず
、
全
国
に
所
在
す
る
占
墳
の
調
査
に
お
い
て
、

「
後
世
の
撹
乱
」
と
か

「
盗
掘
」
と

い
う
字
句
に
よ

っ
て
表
現
さ
れ
て

い
る
行
為
が
、
実
際
に
主
体
部
に
お
さ
あ
ら
れ
て
い
る
品
物

(い
わ
ゆ
る
副
葬
品
)

へ
の
関
心
か
ら
、

そ
れ
を
入
手
し
た
い
と
い
う
目
的

の
た
あ
に
陵
墓
あ
る
い
は
古
墳
を

発
掘
し
た
と
い
う
例
で
あ
る
こ
と
は
事
実

で
あ
ろ
う
。

こ
れ
こ
そ
ほ
ん
と
う
の
意
味

で
の

「
盗
掘
」
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
外
に
も
、

「
墓
を
掘
る
」

椚
墓
を
あ
け
る
」
と

い
う
行
為

の
あ

っ
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
、
そ
れ
に
は
そ
れ
な
り
の
動
機
な
り
、
目
的
が
あ

っ
た
に
相
違
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
思
想
的
に
何
ら
か
の
意
味
を
も

っ
て

い
る
場
合
も
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
あ
る
信
仰

に
も
と
つ
く
も
の
の
あ
る
場
合
も
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
行
為
に

つ
い
て
は
、
文
献
に
記
さ
れ
て
い
る

例
が
僅
少

で
あ
る
に
し
て
も
、
発
掘
調
査
に
よ

っ
て
そ
の
痕
跡
を
検
出
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
事
実
、
こ
れ
ま
で
行
な
わ
れ
て
来
た
数
多
く

の
古
墳

の
発
掘
調
査

に
よ

っ
て
、
そ
の
こ
と
は
実
証
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
が
、
何
回
か
述

べ
て
来
た
よ
う
に
、
占
墳

に
加
え
ら
れ
て
い
る
後
代
の
行
為
の
痕
跡
を
、
単
純

に

「
盗
掘
」
と

か

「
後
世

の
撹
乱
」
と
し
て
見
過
ご
し

て
し
ま
う
こ
と
が
多
か

っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
占
墳

の
発
掘
調
査
が
科
学
的
に
行
な
わ
れ
る
も

の
で
あ
る
以
上
、

こ
う
し

た
、
墳
丘
あ
る
い
は
主
体
部
に
加
え
ら
れ
て
い
る
後
代
の
行
為
の
痕
跡
に
対
し

て
も
、
考
古
学
的
方
法
乃
至
思
考
を
も

っ
て
、
そ
の
歴
史
的
意
味
を
考
え
る
必
要
が
あ
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

マ
ル
コ
山
古
墳

の
発
掘
調
査
の
報
道
が
き

っ
か
け
と
な

っ
た
本
稿

の
趣
旨
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
そ
れ
を
十
分
に
証
明
す
る
だ
け
の
資
料
な
り
論
拠
を
持

っ
て
い
る
わ
け

で
な
い
し
、
今
後
に
多
く

の
課
題
を
の
こ
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
要
点
を
記
し
て
見
る
こ
と
と
す
る
。

一126一



先
ず
、

二
で
取
り
上
げ
た
よ
う
に
、
文
献
に
見
る
限
り
に
お
い
て
は
、
陵
墓
の
発
掘
さ
れ
た
年
代
が
古
代
末
期
か
ら
中
世
の
初
頭
、
日
本
史
の
時
代
区
分
で
い
え
ば
、

平
安
時
代
後
期

か
ら
鎌
倉
時
代

に
集
中
し

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
推
察
す
る
と
、
文
献
に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
も

の
に

つ
い
て
も
、
こ
の
時
期
に

へ

　

陵
墓
を
は
じ
め

と
し

て
、

い
く

つ
か

の
古
墳
が
発
掘
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る

こ
と
が

で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
全
国
の
古
墳
が
そ
の
対
象

と
な

っ
て
い
る

の
で
は
な

い
か
も
知
れ
な
い
し
、
ま
た
ふ

つ
う
の
古
墳
で
は
な
く
陵
墓
だ
け
が
対
象

に
な

っ
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

平
安
後
期
か

ら
鎌
倉
時
代
と

い
う
年
代

の
推
定
を
裏
づ
け
る
も

の
と
し

て
、
数
多
く
の
古
墳
の
調
査
例
に
よ

っ
て
知
ら
れ
て
い
る
瓦
器
の
出
土
が
あ
る
。
報
道
を
賑
わ

し
た
高
松
塚
古

墳
や

マ
ル
コ
山
古
墳

の
場
合
に
も
、
盗
掘
に
遭

っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
根
拠
と
し
て
石
榔

の
破
壊
が
あ
げ
ら
れ
、
そ
の
周
辺
か
ら
瓦
器
碗
の
出
土
し
て

い
る
こ
と
が
年

代
推
定
の
手
が
か
り
と
な

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
古
墳
、
と
く
に
畿
内

の
後
期
古
墳

の
場
合
、
そ
の
主
体
構
造
と
な

っ
て
い
る
横
穴
式
石
室
が
、
築
造
当

時

の
状
態
で
は

な
く
後
世

に
何
ら
か
の
手
が
加
え
ら
れ

て
い
る
場
合

に
、
瓦
器
の
碗
や
皿
、
あ
る
い
は
土
釜
等

の
出
土
す
る
例
は
意
外
に
多
い
。

私
の
寡
聞
の
知
識
で
も

例
え
ば
大
阪
府

豊
能
郡
能
勢
町
に
所
在
す
る
岩
坪
占
墳

で
は
、
横
穴
式
石
室
の
閉
塞
部

の
上
面
に
数
個

の
瓦
器
碗
が
並
べ
ら
れ
て
い
た
し
、
箕
面
市
桜
古
墳

で
は
玄
室
の

床
面
よ
り
や
や

上
部
で
瓦
質

の
土
釜
が
出
土
し
た
。
何
基
か

の
調
査
を
行
な

っ
た
東
大
阪
市
の
山
畑
占
墳
群
で
も
同
様
の
例
が
あ
る
。
こ
う
し
た
実
例
は
報
告
書
を
検
索

し

て
行
け
ば
い
く
ら
で
も

あ
る
だ
ろ
う
し
、
む
し
ろ
常
識
と
な

っ
て
し
ま

っ
て
い
る
た
め
に
、
か
え

っ
て
顧
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
あ
る
程
度
の
年

代
を
示
す

こ
う
し
た
瓦
器
の
類
が
古
墳
か
ら
出
土
す
る
こ
と

に
重
要
な
意
味
が
あ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
瓦
器
類

の
出
土
を
も

っ
て
、

こ
れ
ま
た

「
後
世

の
撹
乱
」
や

「
盗

掘
」
と
決
め

つ
け
て
し
ま
う
こ
と
は
余
り

に
も
早
計
で
あ
り
、
非
科
学
的

で
あ
る
と
さ
え
言
え
る
の
で
あ
る
。
瓦
器
の
う
ち
碗
や
皿
に
つ
い
て
は
、
法
隆
寺

の
出
土
例
を

も

っ
て
編
年
を

試
み
ら
れ

た
稲
垣
晋
也
氏
、
さ
ら
に
元
興
寺
極
楽
坊
境
内
出
土
の
瓦
製
羽
釜
を
編
年
さ
れ
た
伊
藤
久
嗣
氏
の
業
績
が
あ
る
が
、
そ
の
生
産
地
や
流
通
経
路

に
つ
い
て
は
ま

だ
十
分
に
明
ら
か
に
な

っ
て
い
な
い
。
た
だ
し
瓦
器
類
の
出
土
す
る
範
囲
は
畿
内

に
限
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
注
意
し
て
お
か
な
け

ば
な
ら
な

い
。

次
に
古
代
木

期
か

ら
中
世
に
か
け
て
陵
墓
が
発
掘
さ
れ
る

こ
と
が
あ

っ
た
と
し
て
、
そ
の
理
由
な
り
背
景
に
ど
う
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
従
来
は
こ

れ
を

「
盗
掘
」

と
見
る
こ
と
が
多
か

っ
た
が
、
占
墳
の
築
造
さ
れ
た
年
代
を
仮
り
に
四
世
紀
か
ら
七
世
紀
の
中
ご
ろ
ま
で
と
し
て
、

こ
う
し
た
意
味
で
発
掘
さ
れ
た
時
ま

で
数
百
年
乃
至

一
千
年
し
か
経

て
い
な
い
の
で
あ
る
。

い
く
ら
中
に
お
さ
あ
ら
れ
て
い
る
品
物
が
欲
し
か

っ
た
と
し
て
も
、
生

々
し
い
占
墳

(陵
墓
を
ふ
く
め

て
)
に
手

を
加
え
る
と
い
う
こ
と
は
普
通
で
は
考

え
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ

っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
れ

で
も
確
か
に
ほ
ん
と
う
の
意
味
で
の
盗
掘
が
全
然
な
か

っ
た
と
い
う

霞
代
末

・
中
世
に
お
け
る
陵
墓
の
発
掘
と
そ
の
背
景
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古
代
末

・
中
世
に
お
け
る
陵
墓
の
発
掘
と
そ
の
背
景

の
で
は
な
い
が
、
こ
う
し
た
面
か
ら
も
当
時
に
お
け
る
す

べ
て
の
発
掘
が

「
盗
掘
」
ば
か
り
で
は
な
い
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

陵
は
若
干
問
題
が
あ
る
の
で
別
と
し
て
、
築
造
年
代
と
発
掘
さ
れ
た
年
代
を
対
比
し
て
見
る
と
、

二
で
取
上
げ
た
陵
墓
の
う
ち
、
成
務
天
皇

築

造

年

時

発

掘

年

時

天 聖

武 徳
●

持 太

統 子

陵 墓

推
古
天
皇

三
十
年

(六

二
二
)

持

統

天

皇

元
年

(六
八
八
)

以
後

天
喜
元
年

(
一
〇
五
四
)

文
暦

二
年

(
一
二
三
五
)

と
な
り
、
そ
の
年
代
差
は
四
〇
〇
乃
至
五
〇
〇
年
し
か
な
く
、
現
代
と
は
ち
が

っ
て
当
時

に
お
い
て
は
、
対
象
と
し
た
陵
墓
が
聖
徳
太
子
墓
で
あ
り
、
天
武

・
持
統
陵
で

あ
る
こ
と
を
当
事
者
は
十
分
承
知
し
て
い
た
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
従

っ
て
若
し
盗
掘
で
あ
る
な
ら
、
そ
れ
を
承
知

の
上
で
あ
り
、
逆
に
い
え
ば
被
葬
者
が
明
ら
か

で
あ

っ
た
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
を
対
象
に
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
中
世

に
盗
掘
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
高
松
塚
古
墳

や
マ
ル
コ
山
古
墳
も
、
現
代

で
こ
そ
そ
の

被
葬
者
の
伝
承
が
失
な
わ
れ
、
現
代

の
学
者
が
推
論
や
憶
測
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
飛
鳥

の
地
に
存
在
し
、
大
和
国
家

に
よ

っ
て
重
要
な
意
味
を
も

つ
こ
れ
ら
の

古
墳
は
、
少
く
と
も
中
世
に
お
い
て
は
、
そ
の
被
葬
者
名
は
十
分
伝
え
ら
れ

て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
し
た
場
合
、
敢
え
て
陵
墓
で
あ
る
可
能
性
の
強

い
こ

れ
ら
の
古
墳
に
対
し

て
、
後
世
の
行
為
が
加
え
ら
れ

て
い
る
と
い
う
事
実
は
、

や
は
り

}
盗
掘
L
で
は
す
ま
す

こ
と

の
で
き
な
い
そ
れ
な
り

の
理
由
が
あ

っ
た
と
考
え
る

の
は
決
し
て
妄
想
で
は
な
い
と
信
じ
る
の
で
あ
る
。

次
に
発
掘
の
背
景
で
あ
る
が
、
私
は
そ
れ
を
当
時
ひ
ろ
ま

っ
た
舎
利
信
仰
と
結
び

つ
く
も

の
で
あ
り
、
そ
れ
に
加
え
て
、
聖
徳
太
子

・
行
基
ら
、
仏
教

の
興
隆

に
指
導
的

役
割
を
果
た
し
た
先
徳

へ
の
敬
慕

・
崇
拝
の
思
想
が
影
響
し
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
こ
の
両
者
は
相
関
連
し
て
い
た
の
で
は
な
か

っ
た
だ
ろ
う
か
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

ま
ず
、
舎
利
信
仰
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
舎
利
は

"
シ
ャ
リ
"
と
よ
み
、

『
佛
教
大
辮
典
」

に
よ
る
と
、

「
体

・
身

・
身
骨
、
或
は
遺
骨
と
訳
す
。
即
ち
死
屍
又
は
遺

骨
を
云
ふ
」
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
ふ

つ
う
舎
利
と
い
え
ば
釈
迦
の
遺
骨
を
指
し
、
舎
利
信
仰
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
イ
ン
ド
に
お
こ
り
、
中
国
を
経
由
し
て
わ
が
国

に
伝
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

『
日
本
書
紀
』
に
よ
る
と
、
敏
達
天
皇
の
十

三
年
、
司
馬
達
止
は
蘇
我
馬
子
に
仏
舎
利
を
献
じ
、
ま
た
崇

峻

天

皇

元
年

(
五
三
八
)
条
に

は
、
同
じ
く
馬
子
が
、
百
済
か
ら
伝
来
し
た
舎
利
を
も

っ
て
飛
鳥
寺

の
造
営
を
発
願
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
奈
良
時
代
に
な
る
と
、
唐
僧
鑑
真
は
仏
舎
利
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三
千
粒
を
も
た
ら
し
、
唐
土
に
留
学
し
た
空
海
は
八
十
粒
を
、
円
仁
は
菩
薩
舎
利
三
粒

・
辟
支
仏
舎
利
二
粒
を
請
来
し
た
と
い
う
。

こ
う
し
て
、
東
寺

・
延
暦
寺

.
法
隆

寺
等

で
舎
利
会
が
行
な
わ
れ
る
な
ど
舎
利
信
仰
は
大
き
く
発
展
し
、
鎌
倉
時
代
に
な
る
と
、
俊
乗
坊
重
源
さ
ら
に
興
正
菩
薩
と
あ
が
め
ら
れ
た
叡
尊
や
、
そ
の
弟
子
の
忍

性
が
出
る
に
及
ん
で
極
点
に
達
し
た
の
で
あ
る
。

陵
墓
の
発
掘
と
も
関
連
し
、
舎
利
信
仰
と
の
係
わ
り
に
お
い
て
こ
こ
で
ど
う
し
て
も
取
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
が
、
建
久

八
年

(
=

九
七
)

三
月

二
十
四
日
に

執
行
さ
れ
た
本
元
興
寺
の
塔
の
柱
礎
か
ら
仏
舎
利
百
余
粒
、
其
他
金
銀
の
器
を
発
掘
し
た
と
い
う
で
き
ご
と
で
あ
る
。

本
元
興
寺
と
は
、
蘇
我
馬
子
が
飛
鳥
真
神
原

の
地
に
建
立
し
た
わ
が
国
最
古
の
仏
刹
飛
鳥
寺
の
こ
と
で
、
平
城
遷
都
に
よ

っ
て
寺
籍
は
平
城
京
の
区
域
内

に
移

っ
て
元

興
寺
と
な

っ
た
が
、
飛
鳥

の
故
地
に
は
本
元
興
寺
と
し

て
堂
塔
が
遺
存
し

て
い
た
。
建
久
七
年

(
一
一
九
六
)
、
本
元
興
寺
の
塔
は
雷
火
に
よ

っ
て
焼
失
し
た
が
、
そ
の

塔
跡
か
ら
仏
舎
利
が
取
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
当
時
東
大
寺
別
当

で
あ

っ
た
権
大
僧
都
辮
暁
が
記
し
た
注
進
状

に
よ

っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
冒
頭
に

注
進

　
マ

マ
　

建
久
八
年
三
月
廿
四
日
戊
戌
従
大
和
國
本
元
興
寺
塔
心
柱
下
所
奉
堀
出
之
御
舎
利
其
数
百
飴
粒
井
金
銀
器
物
等
本
縁
事

と
記
し
、
以
下
聖
徳
太
子
傅
を
引
用
し
て
わ
が
国
に
仏
舎
利
が
伝
来
し
た
由
縁
を
述

べ
、
本
元
興
寺

の
塔
刹
に
お
さ
め
ら
れ
た
仏
舎
利
は
蘇
我
馬
子
が
感
得
し
た
も
の
で

あ
る
こ
と
を
縷

々
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
最
後
に
、

共
是
朝
家
第

一
之
珍
寳
以
何
比
之
爲
被
添
御
信
仰
引
傅
記
文
、
粗
注
進
如
件

と
結
ん
だ
長
文

で
あ
る
。

昭
和
三
十

一
年
度
か
ら
、
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
に
よ

っ
て
行
な
わ
れ
た
飛
鳥
寺
塔
跡

の
発
掘
調
査
は
こ
の
こ
と
を
証
明
し
た
。
塔
跡
は
、
現
在

の
飛
鳥
大
仏
す
な

わ
ち
安
居
院
本
堂
の
南
が
わ
に
当
た
る
が
、
塔
心
礎
石
は
、
表
面
下

二

・
七
層
の
と
こ
ろ
に
埋
あ
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
間

に
建
久
当
時
と
考
え
ら
れ
る
掘
形
が
あ
り
、
建

㈹

立
当
時
の
舎
利
容
器
は
失
わ
れ
、
か
わ

っ
て
納
め
ら
れ
た
建
久

七
年

の
墨
書
銘
の
あ
る
粗
末
な
箱
に
お
さ
め
ら
れ
た
舎
利
容
器
が
発
見
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
当
初

の
舎
利

は
ど

の
よ
う
な
行
方
を
た
ど

っ
た
の
か
知
る
由
も
な
い
が
、
こ
の
建
久
八
年

に
お
け
る
発
掘
は
、
当
時
に
お
け
る
舎
利
信
仰
と
大
き
な
つ
な
が
り
の
あ
る
で
き
ご
と
で
あ

っ
た
こ
と
を
示
嵯
す
る
も

の
で
あ
ろ
う
。
檜
隈
大
内
陵
が
何
者
か
に
よ

っ
て
発
か
れ
、
御
託
宣
に
よ

っ
て
竹
林
寺

の
僧
慶
恩
が
行
基
の
墓
を
掘

っ
て
舎

利

瓶

を

得
た
の

は
、
共
に
文
暦

二
年
の
こ
と
で
あ

っ
た
が
、
本
元
興
寺

の
塔
刹
か
ら
舎
利
を
掘
り
出
し
た
建
久
八
年
か
ら
数
え
て
三
十
五
年
後

の
こ
と
で
あ
り
、

こ
れ
ら
の
事
件
を
ひ
き

古
代
末

・
中
世
に
お
け
る
陵
墓
の
発
掘
と
そ
の
背
景
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古
代
末

・
中
世
に
お
け
る
陵
墓
の
発
掘
と
そ
の
背
景

起
こ
し
た
動
機
な
り
目
的
な
り
に
は
、
何
か
相
関
連
す
る
も
の
が
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

平
安
時
代
末
か
ら
鎌
倉
時
代
に
か
け
て
、
世
情
は
不
安
で
あ

っ
た
。
政
治
の
み
だ
れ
や
飢
鯉

・
天
変
地
異
さ
ら
に
戦
乱
の
相
次
ぐ
中
で
、
人
び
と
は
仏
法
失
墜
し
て
効

な
き
末
法
の
世
の
到
来
と
信
じ
た
。

い
わ
ゆ
る
末
法
思
想
で
あ
る
。

一
方
、
人
び
と
は
現
世

へ
の
愛
着
を
捨

て
て
、
ひ
た
す
ら
に
阿
弥
陀
如
来

の
坐
す
極
楽

へ
の
往
生
を

ね
が

っ
た
。

こ
う
し
た
中
で
、
弥
勒
仏

へ
の
憧
憬
や
浄
土
教
が
ひ
ろ
ま
り
、
さ
ら
に
浄
土
宗

・
浄
土
真
宗

・
時
宗
等
、
鎌
倉
新
仏
教
が
発
展
し
て
行

っ
た
こ
と
は
仏
教
史

の
説
く
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
仏
教

の
新
し
い
動
き
と
呼
応
し
て
、
南
都
を
中
心
と
す
る
旧
仏
教
の
中
に
も
、
人
び
と
を
救
う
た
め
に
実
践
的
活
動
を
展
開
す
る
僧
侶
が

輩
出
し
た
。
叡
尊
で
あ
り
忍
性
で
あ
る
。

こ
の
二
僧

は
、
常

に
奈
良
時
代

の
高
僧
行
基
を
指
向
し
、
模
範
と
し
理
想
と
し
て
い
た
こ
と
は
そ
の
業
績
を
見
る
と
明
ら
か
で

ω

あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
仏
教
史
の
上
か
ら
見
る
と
、
平
安
時
代
末
か
ら
鎌
倉
時
代

に
か
け
て
、
す
な
わ
ち
古
代
末
期
か
ら
中
世
初
頭
と
い
う
時
代
は
、
新
し
い
信
仰
や
新
し
い

仏
教
を
生
み
出
し
た
の
で
あ

っ
た
が
、
こ
う
し
た
動
き
と
共
に
、
仏
教
そ
の
も
の
を
見
直
そ
う
、
仏
教
を
原
点
に
か
え
そ
う
と
す
る
思
想
的
背
景

の
あ

っ
た
こ
と
も
見
逃

す
こ
と
が
で
き
な
い
。
仏
教
を
原
点
に
か
え

っ
て
考
え
直
す
と

い
う
こ
と
は
と
り
も
直
さ
ず
釈
迦
の
教
え
に
か
え
ろ
う
と
い
う
こ
と

で
あ
り
、
す
で
に
述

べ
た
仏
舎
利

へ

の
敬
仰
す
な
わ
ち
舎
利
信
仰
は
こ
れ
に
根
ざ
す
も

の
で
あ
る
。

こ
う
し

て
各
寺
院
に
舎
利
塔
が
も
た
ら
さ
れ
、
舎
利
殿
が
造
営
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
わ
が
国
に
お
い

て
、
・
仏
教

の
弘
通
に
大
き
な
足
跡
を
の
こ
し
た
聖
徳
太
子

へ
の
讃
仰
が
お
こ

っ
た
の
も
仏
教

の
原
点
に
か
え
ろ
う
と
い
う
動
き
と
軌
を

一
つ
に
す
る
も

の
で
あ
り
、
太
子

の

一
生
を
描
い
た
絵
伝
や
聖
徳
太
子
像
が

つ
く
ら
れ
た
の
も
こ
の
時
期
で
あ
り
、
同
じ
思
想
的
基
盤
に
立

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
又
、
鎌
倉
時
代
の
仏
教
は
新
仏

㈲

教
に
し
て
も
旧
仏
教

に
し
て
も
、
聖
徳
太
子

へ
の
尊
崇
が
重
要
な
部
分
を
占
め

て
い
た
と
見
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
も
注
意
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

問
題
を
大
き
く
ひ
ろ
げ
て
し
ま
う

こ
と
に
な

っ
た
が
、
こ
う
し
て
見
る
と
、
聖
徳
太
子

へ
の
讃
仰
は
、
必
然
的
に
太
子
の
遺
骸

の
眠
る
墓
廟

(磯
長
墓
)

へ
の
巡
礼

・

礼
拝
に

つ
な
が
る
の
で
あ
り
、
舎
利
信
仰
の
ひ
ろ
ま
り
は
本
元
興
寺
塔
刹

の
仏
舎
利
の
掘
出
、
行
基
墓
の
発
掘
を
起
こ
す
直
接
の
動
機
で
あ

っ
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で

あ
ろ
う
。

こ
れ
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ
て
見
る
と
、
天
皇

・
皇
族
な
ど
、
高
貴
な
方

々
の
遺
体
も
、
釈
迦
や
聖
徳
太
子
と
同
格
に
舎
利
と
し

て
仰
が
れ
、
託
宣
に
よ

っ
て
行

基

の
墓
を
掘

っ
て
舎
利
を
得
た
の
と
同
様

に
陵
墓
を
発
掘
し
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
私

の
愚
か
な
発
想
に
よ
う
や
く
到
達
す
る
の
で
あ
る
。

以
上
は
ま

っ
た
く
妄
想
に
過
ぎ
な
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
陵
墓
の
発
掘
が
話
題
に
の
ぼ

っ
て
い
る
時
で
も
あ
り
、
古
墳
発
掘

へ
の
取
組
み
に

つ
い
て
の
反
省
を
ふ
く
め

て
た
と
え
愚
か

で
あ

っ
て
も
私
の
考
え
を
記
し

て
見
た
。
十
分
説
明
し
尽
く
し

て
い
な
い
が
、
さ
ら
に
考
え
を
進
め
た
上
で
改
め
て
稿
を
起
こ
す
こ
と
と
し
、

一
ま
ず
筆
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を
お
く

こ
と
と
す

る
。

ω

古
墳
か
ら
出
土
す
る
瓦
器
に
つ
い
て
は
、
私
自
身
の
調
査
例
を
中
心
に
別
の
機
会
に
紹
介
す
る
つ
も
り
で
あ
る
。

②

稲
垣
晋
也
氏

「法
隆
芋
出
土
の
瓦
器
碗

--瓦
器
碗
編
年
試
論
1
」

(
『
大
和
文
化
研
究
』
第
三
六
号
、
昭
和

.二
六
年
四
月
)

㈲

伊
藤
久
嗣
氏

⊃
兀
興
芋
極
楽
坊
出
土
の
羽
釜
形
土
器
」

(
『
元
興
寺
仏
教
民
俗
資
料
研
究
所
年
報
』
昭
和
}.一二
年
)

紛

畿
内
盛
打
し
た
瓦
器
碗
に
対
し
て
、
同
時
代
に
,
た
と

え
は
東
海
地
万
や
伊
勢

湾
沿
岸

の
山
茶
漉
、
あ
る
い
は
最
近
発
掘
調
査
の
行
な
わ
れ
た
兵
庫
県
明
石
市
の
魚
住
古
窯
跡
で
焼
成
さ

れ
た
碗
な
ど
、
古
墳
か
ら
出
土
す
る
中
世

の
⊥
器
全
般

を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

㈲

奈
良
市
の
水
木
直
箭
氏
の
所
蔵
さ
れ
て
い
た
文
書

(水

木
文
井
)
で
、

『
大
日
本
史
料
』
第
四
編
之
圧
、
建
久
八
年
.二
月
の
項
に
全
文
が
の
せ
ら
れ
、
ま
た
㈲
の
飛
鳥
寺
跡

の
発
掘
調
査

報
告
に
写
真
版
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

㈲

奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所

『飛
鳥
寺
発
掘
調
径
報
告
』

(昭
和
三
、二
年

、.「月
)
、
お
よ
び
坪
井
清
足
氏

『飛
鳥
ぴ
』

(中
央
公
論
夫
術
出
版
、
昭
和
。.一九
年
二
月
)
を
参
照
。

の

叡
尊

・
忍
性
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
本
学
和
島
芳
男
教

授
著
の

『
叡
尊

・
忍
性
』

(占
川
弘
文
館
人
物
叢
井

30
、
昭
和
.一.四
年
八
月
)
を
参
照
し
た
。

捌

田
中
亜
久
氏

「
聖
徳
太
・†
縛
傳
と
尊
像

の
研
究
』
昭
和

八
年
八
月
)
菊
竹
淳

一
氏

『
聖
徳
太
子
絵
伝
』

(日
本
の
美
術
91
、
昭
和
四
八
年
十
.
一月
)

⑧

金
治

勇
氏

『聖
徳
太
予
信
仰
』

(春
秋
社
、
昭
和
五
四
年
一.一月
)
を
参
照
。

〔
追

記
〕

本
稿

の
校

正
中

に

『
大

阪
府
史

蹟
名
勝

天
然

記
念
物
」
第

一
冊
所

載

の
叡

福
寺

の
項
を

見
る

と
、

同
寺

に

「
瑞
璃

石

の
碑

」
な
る
も

の
が

伝
え

ら
れ

て

い
る

こ

と
が

記
さ
れ

て
い
る
。

そ
し

て
、
同

書

に
も

記
さ
れ

て

い
る
が
、
古

く
狩
谷

披
斎
が

そ

の
著

『占

京

遺

文
』

に

こ
れ
が

一
後

人

の
為

託

に
係

る
」
も

の
と

し

て
取

上
げ

て

お
ら
ず

、
学
術
的

価
値

を
認
め

ら
れ

て
い
な

い
資
料

の

よ
う

で
あ

る
。

し
か

し
、

こ
う
し
た

も

の
を

つ
く

り
、

闇
太
子
御

記
文
」

と
し

て
流

布
さ
せ

た
動

機
な
ら
び

に
時

期
に
、

歴
史
的
意

味
を

認
め
る
必
要

が
あ

る
と
思
う

の

で
あ

る
。

な
お
、

こ

の
垢

璃
石

に

つ
い
て
は

田
村

隆
照

氏
が

肺
上

の
太

子
叡

福
寺

の
寺

宝
」

(
『佛
教
藝
術
」
第

一
一
九
口σ
、
昭
和
五
.二
年
八
月
)
に
紹
介

さ
れ

て

い
る

こ
と

を
附
記

す
る
。
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